
 

 
 

付 議 第 ３ 号 
 
 

教育職員免許状に関する規則の一部を改正する規則議案 
 
 
 教育職員免許状に関する規則（昭和 44 年高知県教育委員会規則第５号）の一

部を別紙のとおり改正することについて、議決を求めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 高知県教育委員会事務委任等規則（平成 4年教育委員会規則第１号）   

第２条 教育委員会は、次に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

   (３)規則及び訓令を制定し、又は改廃すること。  
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教 育 委 員 会 規 則

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

教 育 職 員 免 許 状 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公

布 す る 。

平 成 31年 月 日

高 知 県 教 育 長 伊 藤 博 明

高 知 県 教 育 委 員 会 規 則 第 号

教 育 職 員 免 許 状 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

教 育 職 員 免 許 状 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 44年 高 知 県 教 育 委 員 会 規 則

第 ５ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 ４ 条 第 ５ 項 中 「 附 則 第 12項 」 を 「 附 則 第 11項 」 に 改 め る 。

第 ５ 条 第 １ 項 中 「 第 18項 」 を 「 第 17項 」 に 、 「 第 19項 」 を 「 第

18項 」 に 改 め る 。

別 表 第 １ の １ か ら ５ ま で を 次 の よ う に 改 め る 。
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別紙



１ 小学校教諭免許状

適

用

区

分

種

別
基礎資格

在

職

年

数

最

低

修

得

単

位

数

教科に関

する専門

的事項に

関する科

目

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育

の基礎的理解に関する科目等

大学が

独自に

設定す

る科目

単位数

単

位

数

最低修得単位の配分

単位数各教科の指

導法に関す

る科目

教育の基

礎的理解

に関する

科目

道徳、総合的な

学習の時間等の

指導法及び生徒

指導、教育相談

等に関する科目

免

許

法

別

表

第

３

一

種

小学校教

諭二種免

許状

５ 45 ４ 21 14 各教科

の指導

法

５教科

５

２

５

６ 40 ４ 19 12

４

７ 35 ３ 17 11

４

８ 30 ３ 15 10

３

９ 25 ２ 13 ８ 各教科

の指導

法

３教科

３

10 20 ２ 11 ７

２ １11 15 １ ９ ６

２

12 10 １ ７ ４

免許法施

行規則第

11条第１

項の表備

考第３号

及び第12

条該当

３ 25 ２ 10教

科の

うち

１以

上

13 ８ 各教科

の指導

法

３教科

３ ２ ５

４ 20 ２ 11 ７

２ １

４

５ 15 １ ９ ６ ３

６ 10 １ ７ ４ ２

二

種

小学校助

教諭免許

状

６ 45 ４ 10教

科の

うち

１以

上

29 17 各教科

の指導

法

５教科

７ ５

２

７ 40 ４ 26 15

６ ４

８ 35 ３ 23 13

２



注 １ 「29年改正法」とは、教育職員免許法の一部を改正する法律（昭和29年法律第158号）を

いう。

２ 二種免許状を有する者で、平成元年４月１日以後に教育職員に任命され、又は雇用された

ものが在職年数12年を経過した日から３年の間に免許法別表第３備考第８号の規定による指

定を受け、当該経過した日から３年を経過する日までに一種免許状を取得していない場合

は、同表備考第10号の規定により翌日以後は最低修得単位数は45単位となる。

９ 30 ３ 20 12 ５

３

10 25 ２ 17 10 各教科

の指導

法

４教科

４

１

11 20 ２ 14 ８

２

12 15 １ 11 ６ 各教科

の指導

法

３教科

３

13 10 １ ８ ４ ２ １

29年改正

法附則第

11項該当

３ 15

５

10教

科の

うち

１以

上

５ ２ １ ２ １

４ 10

29年改正

法附則第

12項該当

１ 10 ５ ５ ２ １ ２ １

29年改正

法附則第

13項該当

５ 10 ５ ５ ２ １ ２ １

３



２ 中学校教諭免許状

適

用

区

分

種

別
基礎資格

在

職

年

数

最

低

修

得

単

位

数

教科に関する専門的

事項に関する科目

各教科の指導法に関する科目又

は教諭の教育の基礎的理解に関

する科目等

大学が

独自に

設定す

る科目

単位数

単

位

数

最低修得単位の配分

単位数

各教

科の

指導

法に

関す

る科

目

教育の

基礎的

理解に

関する

科目

道徳、総合

的な学習の

時間等の指

導法及び生

徒指導、教

育相談等に

関する科目

免

許

法

別

表

第

３

一

種

中学校教諭

二種免許状

５ 45 10 免許法施行規則

第４条の表備考

第１号の科目の

うち2/3以上の

科目

各１

16

８

５

３

４

６ 40 ９ 15

２

７ 35 ８ 14

７ ３

８ 30 ７ 13

４

９ 25 ６ 12 ６

２

10 20 ５ 10 ５ ３

11 15 ４ ８ ４

２ １

12 10 ３ ５ ２

免許法施行

規則第11条

第１項の表

備考第３号

及び第４号

並びに第12

条該当

３ 25 ６ 免許法施行規則

第４条の表備考

第１号の科目の

うち1/2以上の

科目

各１

10

５ ３ ２

４

４ 20 ５ ９ ３

５ 15 ４ ８ ４

２ １ ２

６ 10 ３ ５ ２

免許法附則

第５項の表

第１号該当

10 10 ４ １科目以上 ６ ２ ２ １

４



免許法附則

第５項の表

第２号該当

３ 10 ４ １科目以上 ６ ２ ２ １

免許法附則

第５項の表

第３号該当

10 ４ １科目以上 ６ ２ ２ １

免

許

法

別

表

第

５

中学校教諭

二種免許状

（実習）

３ 15 ８

免許法施行規則

第４条の表備考

第１号の科目の

うち1/2以上の

科目

各１

７ ２ ３ ２

４ 10 ５ ５ １ ２ １

免

許

法

別

表

第

３

二

種

中学校助教

諭免許状

６ 45 10 免許法施行規則

第４条の表備考

第１号の科目の

うち2/3以上の

科目

各１

21 ６ ９ ６

４

７ 40 ９ 19

５

８

５

８ 35 ８ 17 ７

３

９ 30 ７ 15

４

６

４

10 25 ６ 13

５ ２

11 20 ５ 11 ３ ３

12 15 ４ ９ ２ ４ ２

１

13 10 ３ １科目以上 ６ １ ２ １

29年改正法

附則第11項

該当

３ 15

10

免許法施行規則

第４条の表備考

第１号の科目に

ついて

各１以上
４ 10

免

許

法

別

表

第

５

中学校助教

諭 免 許 状

（実習）

６ 20 10
免許法施行規則

第４条の表備考

第１号の科目に

ついて

各２以上

10 ４

２ ２

７ 15 ８ ７ ３

８ 10 ５ 免許法施行規則 ５ ２ １ １

５



注 １ 「29年改正法」とは、教育職員免許法の一部を改正する法律（昭和29年法律第158号）を

いう。

２ 二種免許状を有する者で、平成元年４月１日以後に教育職員に任命され、又は雇用された

ものが在職年数12年を経過した日から３年の間に免許法別表第３備考第８号の規定による指

定を受け、当該経過した日から３年を経過する日までに一種免許状を取得していない場合

は、同表備考第10号の規定により翌日以後は最低修得単位数は45単位となる。

第４条の表備考

第１号の科目に

ついて

各１以上

免許法別表

第５備考第

４号該当

６ 10 ５ ５ ２ １ １

６



３ 高等学校教諭免許状

適

用

区

分

種

別

基礎資

格

在

職

年

数

最

低

修

得

単

位

数

教科に関する専門

的事項に関する科

目

各科目の指導法に関する科目又は教諭

の教育の基礎的理解に関する科目等

大学が

独自に

設定す

る科目

単位数

単

位

数

最低修得単位の配分

単位数

各教科

の指導

法に関

する科

目

教育の

基礎的

理解に

関する

科目

道徳、総合的

な学習の時間

等の指導法及

び生徒指導、

教育相談等に

関する科目

免

許

法

別

表

第

３

一

種

高等学

校助教

諭免許

状

５ 45 10 免許法施行規

則第５条の表

備考第１号の

科目のうち

2/3以上の科

目

各１

12

４ ５

３

８

６ 40 ９ 11

２

７ 35 ８ 10

３

４

７

８ 30 ７ 免許法施行規

則第５条の表

備考第１号の

科目のうち

1/2以上の科

目

各１

９ ６

９ 25 ６ ８

３

５

10 20 ５ ７

２

４

11 15 ４ ６

２ １ ３

12 10 ３ １科目以上 ４ １

免許法

施行規

則第11

条第１

項の表

備考第

３号及

び第12

条該当

３ 25 ５

免許法施行規

則第５条の表

備考第１号の

科目のうち

1/2以上の科

目

各１

７

２

３

２ ８

４ 20 ４ ６

１

７

５ 15 ３ １科目以上 ５ ２ ６

６ 10 ３ ４ １ ３

７



29年改

正法附

則第８

項該当

10 90 20 免許法施行規

則第５条の表

備考第１号の

科目について

各１以上

24 ８ 10

６

16

11 85

18 22 ７ ９ 14

12 80

13 75

16 19

６

８ ５ 13

14 70

15 65

14 17 ７ ４ 11

16 60

17 55

12 14 ５ ６

３

10

18 50

19 45

10

免許法施行規

則第５条の表

備考第１号の

科目のうち

2/3以上の科

目

各１

12 ４ ５ ８

20 40

21 35

８ ９ ３ ４

２

７

22 30

23 25

６

免許法施行規

則第５条の表

の第２欄の科

目のうち1/2

以上の科目

各１

７

２

３ ６

24 20

25 15 ４ ５

２ １

５

26 10 ３ １科目以上 ４ １ ３

免許法

施行規

則附則

第38項

及び第

39項該

当

（修業

年限３

４ 45

10

免許法施行規

則第５条の表

備考第１号の

科目のうち

2/3以上の科

目

各１

12 ４ ５ ３ ８

５ 40

６ 35

８ ９ ３ ４ ２ ７

７ 30

８ 25 免許法施行規

８



年）
６

則第５条の表

備考第１号の

科目のうち

1/2以上の科

目

各１

７ ３ ２ ６

９ 20

２

10 15 ４ ５ ２

１

５

11 10 ３ １科目以上 ４ １ ３

同上

（修業

年限２

年）

６ 60 13 免許法施行規

則第５条の表

備考第１号の

科目について

各１以上

16

５

７ ４ 11

７ 55

12 14 ６

３

10

８ 50

９ 45

10

免許法施行規

則第５条の表

備考第１号の

科目のうち

2/3以上の科

目

各１

12 ４ ５ ８

10 40

11 35

８ ９ ３ ４

２

７

12 30

13 25

６

免許法施行規

則第５条の表

備考第１号の

科目のうち

1/2以上の科

目

各１

７

２

３ ６

14 20

15 15 ４ ５

２

１ ５

16 10 ３ １科目以上 ４ ２ ３

免

許

法

別

表

第

５

高等学

校助教

諭免許

状（実

習）

３ 10

５

免許法施行規

則第５条の表

備考第１号の

当該実業教科

の科目につい

て

各１以上

（科目数が単

位数より多い

場合は選択）

５ ２ ２ １

29年改

正法附

則第８

項該当

６ 10

免 表イ該 ３

９



注 １ 基礎資格が高等学校助教諭免許状である者又は免許法施行規則第11条第１項の表備考第３

号及び第12条に該当する者が同表備考第２号の適用を受ける場合にあっては、その者の次の

表に掲げる在職年数及び卒業した短期大学等で修得した教職に関する科目の単位数の区分に

応じ、それぞれ同表に掲げる教職に関する科目の単位数を修得しなければならない。この場

合において、修得する単位数に係る教職に関する科目は、必修科目の中から選択するものと

する。

(１) 基礎資格が高等学校助教諭免許状である者の場合

(２) 基礎資格が免許法施行規則第11条第１項の表備考第３号及び第12条に該当する者の場

合

許

法

附

則

第

９

項

当

10 ５ 同上 ５ ２ ２ １

表ロ該

当
３

表ハ該

当
６

表ニ該

当
３

在職年数

卒業した短期大学等で修得した教職に関する科目の単位数

０単位 １単位 ２単位 ３単位

５年 ４単位 ３単位 ２単位 １単位

６年 ４単位 ３単位 ２単位 １単位

７年 ３単位 ２単位 ２単位 １単位

８年 ３単位 ２単位 １単位 １単位

９年 ２単位 １単位 １単位 ０単位

10年 ２単位 １単位 １単位 ０単位

11年 ２単位 ０単位 ０単位 ０単位

在職年数

卒業した大学等で修得した教職に関する科目の単位数

０単位 １単位 ２単位 ３単位

３年 ２単位 １単位 １単位 ０単位

１０



２ 「29年改正法」とは、教育職員免許法の一部を改正する法律（昭和29年法律第158号）を

いう。

４年 ２単位 １単位 １単位 ０単位

５年 １単位 ０単位 ０単位 ０単位

１１



４ 幼稚園教諭免許状

適

用

区

分

種

別
基礎資格

在

職

年

数

最

低

修

得

単

位

数

領域に関する専

門的事項に関す

る科目

保育内容の指導法に関する科目又は

教諭の教育の基礎的理解に関する科

目等

大学が

独自に

設定す

る科目

単位数

単

位

数

最低修得単位の配分

単位数

保育内

容の指

導法に

関する

科目

教育の

基礎的

理解に

関する

科目

道徳、総合的

な学習の時間

等の指導法及

び生徒指導、

教育相談等に

関する科目

免

許

法

別

表

第

３

一

種

幼稚園教諭

二種免許状

５ 45 ４ 免許法施行

規則第２条

の表備考第

１号の科目

のうち１以

上の科目

20 13 ６

１

６

６ 40 ４ 18 12

５ ５

７ 35 ３ 16 10

８ 30 ３ 14 ９ ４

４

９ 25 ２ 12 ８

３

10 20 ２ 10 ６

３

11 15 １ ８ ５

２

12 10 １ ７ ４ ２

免許法施行

規則第11条

第１項の表

備考第３号

及び第12条

該当

３ 25 ２ 免許法施行

規則第２条

の表備考第

１号の科目

のうち１以

上の科目

12 ８

３

１

６

４ 20 ２ 10 ６ ５

５ 15 １ ８ ５

２

４

６ 10 １ ７ ４ ２

二

種

幼稚園助教

諭免許状

６ 45 ５ 規則第２条

免許法施行

の表備考第

１号の科目

のうち１以

30 18 ９

３

７ 40 ４ 27 16 ８

８ 35 ３ 24 14 ７

１２



注 「29年改正法」とは、教育職員免許法の一部を改正する法律（昭和29年法律第158号）をい

う。

上の科目

９ 30 ３ 21 13 ６ ２

10 25 ２ 18 11 ５

11 20 ２ 15 ９

４

１12 15 １ 12 ７

13 10 １ ９ ５ ３

29年改正法

附則第11項

該当

３ 15

５ 同上 ５ １ ２ １

４ 10

29年改正法

附則第12項

該当

１ 10 ５ 同上 ５ １ ２ １

１３



５ 養護教諭免許状

適

用

区

分

種

別
基礎資格

在

職

年

数

最

低

修

得

単

位

数

養護に関する科目

養護教諭・栄養教諭の教

育の基礎的理解に関する

科目等

大学が

独自に

設定す

る科目

単

位

数

最低修得単位の配分

単

位

数

最低修得単位の配分

単位数

衛生学

及び公

衆衛生

学（予

防医学

を 含

む。）

学

校

保

健

養

護

概

説

栄養

学

（食

品学

を含

む｡)

教育の

基礎的

理解に

関する

科目

道徳、総合

的な学習の

時間等の内

容及び生徒

指導、教育

相談等に関

する科目

免

許

法

別

表

第

６

一

種

養護教諭二

種免許状

３ 20 ８

２ ２ ２

６

２ ２

２

４ 15 ７ ５

１

５ 10 ６ ４

免許法施行

規則第12条

及び第17条

第１項の表

備考該当

１ 10 ４ １ １ １ ３ 任意 ２

免許法別表

第６備考第

１号該当

１ 10 ４ １ １ １ ３ 任意

二

種

養護助教諭

免許状

６ 30 14

２ ２ ２

８ ４

４

２７ 25 12 ７

３

８ 20 10 ６

２９ 15 ８ ５

２

１

10 10 ６ ４

免許法別表

第６備考第 10 ４ １ １ １ ３ 任意

１４



注 「29年改正法」とは、教育職員免許法の一部を改正する法律（昭和29年法律第158号）をい

う。

２号該当

29年改正法

附則第18項

該当

３ 10 ６ １ １ １ ２ 任意

１５



別 表 第 １ の ７ を 次 の よ う に 改 め る 。

１ ６



７ 栄養教諭免許状

適

用

区

分

種

別

基

礎

資

格

在

職

年

数

最

低

修

得

単

位

数

管理栄養士学校

指定規則別表第

１に掲げる教育

内容に係る科目

栄養に係

る教育に

関する科

目

養護教諭・栄養教諭の教育の基礎

的理解に関する科目等

大学が

独自に

設定す

る科目

単

位

数

必修科目 単位数

単

位

数

最低修得単位の配分

単位数
教育の基

礎的理解

に関する

科目

道徳、総合的な学

習の時間等の内容

及び生徒指導、教

育相談等に関する

科目

免

許

法

別

表

第

６

の

２

一

種

免

許

状

栄

養

教

諭

二

種

免

許

状

３ 40 32 ５科目以上

２

６

２ ２４ 35 28 ５

５ 30 24 ４

６ 25 20 ３

１ １

７ 20 16 ３科目以上

１

３

８ 15 12

２

９ 10 ７

１７



別 表 第 ２ を 次 の よ う に 改 め る 。

１ ８



別表第２（第14条関係）

注 １ 最低在職年数に加える在職年数とは、免許法施行規則第18条の２の表備考第４号に規定す

る実務証明責任者の証明を有する在職年数をいう。

２ この表における教科に関する専門的事項に関する科目、各教科の指導法に関する科目及び

大学が独自に設定する科目の修得方法については、免許法施行規則第18条の２の表備考第１

号から第３号までに規定する修得方法の例による。

３ 小学校教諭二種免許状の授与を受けようとする際のこの表及び免許法施行規則第18条の４

の各教科の指導法に関する科目の修得方法については、(１)及び(２)に定めるところによ

る。

(１) 各教科の指導法に関する科目の最低修得単位数が７の場合にあっては、４以上の教科

の指導法に関する科目について、次のとおり修得するものとする。

ア ４の教科の指導法に関する科目を修得するときは、３以上の教科の指導法に関する科

目についてのそれぞれ２単位以上を含むものとする。

受けよ

うとす

る免許

状の種

類

有すること

を必要とす

る学校の免

許状

最低

在職

年数

に加

える

在職

年数

最低修得単位数

教科に

関する

専門的

事項に

関する

科目

各教

科の

指導

法に

関す

る科

目

道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び

生徒指導、教育相談等に関する科目 大学

が独

自に

設定

する

科目

道徳

の理

論及

び指

導法

生徒指

導の理

論及び

方法

教育相談（カウ

ンセリングに関

する基礎的な知

識を含む。）の

理論及び方法

進路指導

及びキャ

リア教育

の理論及

び方法

小学校

教諭二

種免許

状

幼稚園教諭

普通免許状
１ ７ １ ２

中学校教諭

普通免許状
１ ７ ２

中学校

教諭二

種免許

状

小学校教諭

普通免許状

１ ７ ２ ２

２ ５ １ ２

高等学校教

諭普通免許

状

１ １ １ １ ３

高等学

校教諭

一種免

許状

中学校教諭

普通免許状

（二種免許

状 を 除

く。）

１ １ ２ ６

１９



イ ５以上の教科の指導法に関する科目を修得するときは、２以上の教科の指導法に関す

る科目についてのそれぞれ２単位以上及び３以上の教科の指導法に関する科目について

のそれぞれ１単位以上を含むものとする。

(２) 各教科の指導法に関する科目の最低修得単位数が５の場合にあっては、３以上の教科

の指導法に関する科目について、次のとおり修得するものとする。

ア ３の教科の指導法に関する科目を修得するときは、２以上の教科の指導法に関する科

目についてのそれぞれ２単位以上を含むものとする。

イ ４の教科の指導法に関する科目を修得するときは、１以上の教科の指導法に関する科

目についての２単位以上及び３以上の教科の指導法に関する科目についてのそれぞれ１

単位以上を含むものとする。

ウ ５以上の教科の指導法に関する科目を修得するときは、それぞれ１単位以上を含むも

のとする。

２０



附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 31年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

高 知 県 教 育 委 員 会 規 則

◎ 教 育 職 員 免 許 状 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

２ １



参考資料１ 
 

教育職員免許状に関する規則の一部を改正する規則議案説明 

 

１ 改正の理由 

  教育職員免許法施行規則及び免許状更新講習規則の一部を改正する省令

（平成29年11月17日）が公布され、教職課程において修得することが必要と

されている科目区分の変更が行われたことに伴い、都道府県の教育委員会規

則で定めることとされている修得方法において、所要の改正をおこなうも

の。 

 

２ 改正の内容 

  教育職員免許法施行規則の一部改正により、教職課程において学生が修得 

すべき科目区分が変更されたことに伴い、県規則の別表第１及び別表第２中 

の科目名等を改めるとともに、項ずれの修正を行う。 

 

３ 施行期日 

  平成 31 年４月１日から施行する。 

２２ 



新      旧      対      照      表 

新 旧 

  

教育職員免許状に関する規則(抜粋) 教育職員免許状に関する規則(抜粋) 

  

  

第 3 章 出願の手続等 第 3章 出願の手続等 

(免許法による免許状授与の出願) 

第 4 条 略 

(免許法による免許状授与の出願) 

第 4 条 略 

2～4 略 2～4 略 

5 免許法附則第 11 項の規定により養護教諭の二種免許状又

は保健の教科について中学校教諭の二種免許状の授与を願

い出る者は、次に掲げる書類を授与権者に提出しなければ

ならない。 

5 免許法附則第 12 項の規定により養護教諭の二種免許状又は保健の教科について中

学校教諭の二種免許状の授与を願い出る者は、次に掲げる書類を授与権者に提出し

なければならない。 

(1)～(4) 略 (1)～(4) 略 

第 5 条 免許法第 6条第 1項から第 3項までの別表第 3から

別表第 8まで若しくは免許法附則第 9 項、第 17項若しく

は第 18 項又は免許法第 5条第 6項の規定により教育職員

検定による免許状の授与を願い出る者は、次に掲げる書類

を授与権者に提出しなければならない。 

第 5条 免許法第 6条第 1項から第 3項までの別表第 3から別表第 8まで若しくは免

許法附則第 9 項、第 18項若しくは第 19 項又は免許法第 5条第 6項の規定により教

育職員検定による免許状の授与を願い出る者は、次に掲げる書類を授与権者に提出

しなければならない。 

(1)～(5) 略 (1)～(5) 略 

2 略 2 略 

  

参
考

資
料

２
 



 

別表第 1(第 14 条関係) 別表第 1(第 14 条関係) 

1 小学校教諭免許状 1 小学校教諭免許状 

適

用

区

分 

種

別 

基

礎

資

格 

在

職

年

数 

最

低

修

得

単

位

数 

教科に

関する

専門的

事項に

関する

科目 

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基

礎的理解に関する科目等 

大学

が独

自に

設定

する

科目 

単位数 

単

位

数 

最低修得単位の配分 

単位

数 
各教科の指

導法に関す

る科目 

教育の基

礎的理解

に関する

科目 

道徳、総合的な学習の

時間等の指導法及び生

徒指導、教育相談等に

関する科目 

免

許

法

別

表

第

3 

 

 

 

一

種 

 

 

 

 

 

 

 

小

学

校

教

諭

二

種

免

許

状 

5 45 4 21 14 

各教科

の指導

法 

5 教科 

5 

2 

5 
6 40 4 19 12 

4 
7 35 3 17 11 

4 
8 30 3 15 10 

3 

9 25 2 13 8 

各教科

の指導

法 

3 教科 

3 
10 20 2 11 7 

2 1 
11 15 1 9 6 

2 
12 10 1 7 4 

免 3 25 2 10 13 8 各教科 3 2 5 

適

用

区

分 

種

別 

基

礎

資

格 

在

職

年

数 

最

低

修

得

単

位

数 

教科に

関する

科目 

教 職 に 関 す る 科 目 

教

科

又

は

教

職

に

関

す

る

科

目 

必   修   科   目 

単

位

数 

必

修

科

目 

単

位

数 

教職の意義等に

関する科目 

教育の基礎理論に関

する科目 

教育課程及び指導法

に関する科目 

生徒指導、教育相

談及び進路指導等

に関する科目 

教

職

の

意

義

及

び

教

員

の

役

割 

教員の

職務内

容(研

修、服

務及び

身分保

障等を

含

む。) 

進路

選択

に資

する

各種

の機

会の

提供

等 

教育

の理

念並

びに

教育

に関

する

歴史

及び

思想 

幼児、児

童及び生

徒の心身

の発達及

び学習の

過程(障害

のある幼

児、児童

及び生徒

の心身の

発達及び

学習の過

程を含

む。) 

教育

に関

する

社会

的、

制度

的又

は経

営的

事項 

教

育

課

程

の

意

義

及

び

編

成

の

方

法 

各

教

科

の

指

導

法 

道

徳

の

指

導

法 

特

別

活

動

の

指

導

法 

教育

の方

法及

び技

術(情

報機

器及

び教

材の

活用

を含

む。) 

生徒

指導

の理

論及

び方

法 

教育相

談(カウ

ンセリ

ングに

関する

基礎的

な知識

を含

む。)の

理論及

び方法 

進

路

指

導

の

理

論

及

び

方

法 

免

許

法

別

表

第

3 

一

種 

小

学

校

教

諭 

二

種

免

許

状 

5 45 4 

9

教

科

の

う

ち

1

以

上 

21 5 14 各教科の

指導法 

5 教科 

(音楽、図

画工作及

び体育の

うち 1以

上を含

む。) 

  各 1 

2 

5 
6 40 4 19 

4 
12 

7 35 3 17 11 

4 
8 30 3 15 

3 
10 

9 25 2 13 8 
各教科の

指導法 

3 教科 

( 〃 ) 

  各 1 

3 
10 20 2 11 

2 

7 

1 
11 15 1 9 6 

2 
12 10 1 7 4 

免 3 25 2 9 13 3 8 各教科の 2 5 



許

法

施

行

規

則

第

11

条

第

1

項

の

表

備

考

第

3

号

及

び

第

12

条

該

当 

4 20 2 教

科

の

う

ち

1

以

上 

11 7 の指導

法 

3 教科 

2 1 

4 

5 15 1 9 6 3 

6 10 1 7 4 2 

二

種 

小

学

校

助

教

諭

免

許

状 

6 45 4 

10

教

科

の

う

ち

1

以

上 

29 17 

各教科

の指導

法 

5 教科 

7 5 

2 

7 40 4 26 15 
6 4 

8 35 3 23 13 

 

 

9 

 

 

 

 

30 3 20 12 5 
3 

10 25 2 17 10 各教科

の指導

法 

4 1 
11 20 2 14 8 2 

許

法

施

行

規

則

第

11

条

第

1

項

の

表

備

考

第

3

号

及

び

第

12

条

該

当 

4 20 2 教

科

の

う

ち

1

以

上 

11 

2 

7 指導法 

3 教科 

(音楽、図

画工作及

び体育の

うち 1以

上を含

む。) 

  各 1 

1 

4 

5 15 1 9 6 3 

6 10 1 7 4 2 

二

種 

小

学

校 

助

教

諭 

免

許

状 

6 45 4 

9

教

科

の

う

ち

1

以

上 

29 7 17 各教科の

指導法 

5 教科 

(音楽、図

画工作及

び体育の

うち 1以

上を含

む。) 

  各 2 

5 

2 

7 40 4 26 
6 

15 
4 

8 35 3 23 13 

9 30 3 20 5 12 
3 

10 25 2 17 

4 

10 
4 教科 

( 〃 ) 

  各 1 

1 
11 20 2 14 8 2 



4 教科 

12 15 1 11 6 各教科

の指導

法 

3 教科 

3 

13 10 1 8 4 2 1 

29

年

改

正

法

附

則

第

11

項

該

当 

3 15 

5 

10

教

科

の

う

ち

1

以

上 

5 2 1 2 1 ／ 

4 10 

29

年

改

正

法

附

則

第

12

項

該

当 

1 10 5 5 2 1 2 1 ／ 

29

年

改

正

法

附

則

第

13

項

5 10 5 5 2 1 2 1 ／ 

12 15 1 11 3 6 
3 教科 

( 〃 ) 

  各 1 13 10 1 8 2 4 1 

29

年

改

正

法

附

則

第

11

項

該

当 

3 15 

5 

9

教

科

の

う

ち

1

以

上 

5 2 1 1 ／ 

4 10 

29

年

改

正

法

附

則

第

12

項

該

当 

1 10 5 5 2 1 1 ／ 

29

年

改

正

法

附

則

第

13

項

該

当 

5 10 5 5 2 1 1 ／ 



該

当 

 

注 1 「29 年改正法」とは、教育職員免許法の一部を改正する法律（昭和 29 年法

律第 158 号）をいう。  

2 二種免許状を有する者で、平成元年 4月 1日以後に教育職員に任命され、

又は雇用されたものが在職年数 12 年を経過した日から 3年の間に免許法別表

第 3備考第 8号の規定による指定を受け、当該経過した日から 3年を経過す

る日までに一種免許状を取得していない場合は、同表備考第 10 号の規定によ

り翌日以後は最低修得単位数は 45 単位となる。 

 

注 

1 「29 年改正法」とは、教育職員免許法の一部を改正する法律（昭和 29 年法律第 158 号）をいう。  

 

2 二種免許状を有する者で、平成元年 4月 1日以後に教育職員に任命され、又は雇用されたものが在職年数 12

年を経過した日から 3年の間に免許法別表第 3備考第 8号の規定による指定を受け、当該経過した日から 3年

を経過する日までに一種免許状を取得していない場合は、同表備考第 10 号の規定により翌日以後は最低修得単

位数は 45 単位となる。 



 

2 中学校教諭免許状 2 中学校教諭免許状 

適

用

区

分 

種

別 
基礎資格 

在

職

年

数 

最

低

修

得

単

位

数 

教科に関する専門的事

項に関する科目 

各教科の指導法に関する科

目又は教諭の教育の基礎的

理解に関する科目等 

大学

が独

自に

設定

する

科目 

単位数 

単

位

数 

最低修得単位の配分 

単位

数 

各教科

の指導

法に関

する科

目 

教育の

基礎的

理解に

関する

科目 

道徳、

総合的

な学習

の時間

等の指

導法及

び生徒

指導、

教育相

談等に

関する

科目 

免

許

法

別

表

第

3 

一

種 

中学校教

諭二種免

許状 

5 45 10 

免許法施行規則第

4条の表備考第 1

号の科目のうち 2/

3 以上の科目 

各 1 

16 
8 

5 

3 
4 

6 40 9 15 

2 

7 35 8 14 
7 3 

8 30 7 13 
4 

9 25 6 12 6 
2 

10 20 5 10 5 3 

適

用

区

分 

種

別 
基礎資格 

在

職

年

数 

最

低

修

得

単

位

数 

教科に関する科目 
教 職 に 関 す る 科 目 

教

科

又

は

教

職

に

関

す

る

科

目 

必   修   科   目 

単

位

数 

必修科目 

単

位

数 

教職の意義

等に関する

科目 

教育の基礎理論

に関する科目 

教育課程及び指導

法に関する科目 

生徒指導、

教育相談及

び進路指導

等に関する

科目 

教

職

の

意

義

及

び

教

員

の

役

割 

教員

の職

務内

容(研

修、

服務

及び

身分

保障

等を

含

む。) 

進

路

選

択

に

資

す

る

各

種

の

機

会

の

提

供

等 

教

育

の

理

念

並

び

に

教

育

に

関

す

る

歴

史

及

び

思

想 

幼児、

児童及

び生徒

の心身

の発達

及び学

習の過

程(障

害のあ

る幼

児、児

童及び

生徒の

心身の

発達及

び学習

の過程

を含

む。) 

教育

に関

する

社会

的、

制度

的又

は経

営的

事項 

教

育

課

程

の

意

義

及

び

編

成

の

方

法 

各

教

科

の

指

導

法 

道

徳

の

指

導

法 

特

別

活

動

の

指

導

法 

教育の

方法及

び技術

(情報

機器及

び教材

の活用

を含

む。) 

生

徒

指

導

の

理

論

及

び

方

法 

教育

相談

(カウ

ンセ

リン

グに

関す

る基

礎的

な知

識を

含

む。)

の理

論及

び方

法 

進

路

指

導

の

理

論

及

び

方

法 

免

許

法

別

表

第

3 

一

種 

中学校教

諭二種免

許状 

5 45 10 免許法施行規則

第 3条の表の第

2欄の科目のう

ち 2/3 以上の科

目 

各 1 

16 

5 

8 
3 

4 
6 40 9 15 

2 

7 35 8 14 
7 3 

8 30 7 免許法施行規則

第 3条の表の第

2欄の科目のう

13 
4 

9 25 6 12 6 
2 

10 20 5 10 3 5 



11 15 4 8 4 
2 1 

12 10 3 5 2 

免許法施

行規則第

11 条第 1

項の表備

考第 3号

及び第 4

号並びに

第 12 条該

当 

3 25 6 

免許法施行規則第

4条の表備考第 1

号の科目のうち 1/

2 以上の科目 

各 1 

10 
5 3 2 

4 

4 20 5 9 3 

5 15 4 8 4 

2 1 2 

6 10 3 5 2 

免許法附

則第 5項

の表第 1

号該当 

10 10 4 1 科目以上 6 2 2 1 ／ 

免許法附

則第 5項

の表第 2

号該当 

3 10 4 1 科目以上 6 2 2 1 ／ 

免許法附

則第 5項

の表第 3

号該当 

／ 10 4 1 科目以上 6 2 2 1 ／ 

免

許

法

別

表

第

5 

中学校教

諭二種免

許状（実

習） 

3 15 8 

免許法施行規則第

4条の表の備考第 1

号の科目のうち 1/

2 以上の科目 

各 1 

7 2 3 2 ／ 

4 10 5 5 1 2 1 ／ 

免

許

法

別

表

第

二

種 
中学校助

教諭免許

状 

6 45 10 
免許法施行規則第

4条の表備考第 1

号の科目のうち 2/

3 以上の科目 

各 1 

21 6 9 6 
4 

7 40 9 19 

5 

8 

5 
8 35 8 17 7 3 

11 15 4 

ち 1／2以上の

科目 

各 1 

8 
2 

4 
1 

12 10 3 1 科目以上 5 2 

免許法施

行規則第

11 条第 1

項の表備

考第 3号

及び第 4

号並びに

第 12 条

該当 

3 25 6 免許法施行規則

第 3条の表の第

2欄の科目のう

ち 1／2以上の

科目 

各 1 

10 
3 

5 
2 

4 

4 20 5 9 

4 

3 

5 15 4 8 

2 1 2 

6 10 3 1 科目以上 5 2 

免許法附

則第 5項

の表第 1

号該当 

10 10 4 1 科目以上 6 2 2 1 ／ 

免許法附

則第 5項

の表第 2

号該当 

3 10 4 1 科目以上 6 2 2 1 ／ 

免許法附

則第 5項

の表第 3

号該当 

／ 10 4 1 科目以上 6 2 2 1 ／ 

免

許

法

別

表

第

5 

中学校教

諭二種免

許状 

(実習) 

3 15 8 

免許法施行規則

第 3条の表の第

2欄の科目のう

ち 1／2以上の

科目 

各 1 

7 3 2 2 ／ 

4 10 5 5 2 1 1 ／ 

免

許

法

別

表

第

二

種 

中学校助

教諭免許

状 

6 45 10 免許法施行規則

第 3条の表の第

2欄の科目のう

ち 2／3以上の

科目 

各 1 

21 9 6 6 
4 

7 40 9 19 8 

5 5 
8 35 8 17 7 3 



3 9 30 7 15 
4 

6 
4 

10 25 6 13 
5 2 

11 20 5 11 3 3 

12 15 4 9 2 4 2 
1 

13 10 3 1 科目以上 6 1 2 1 

29 年改正

法附則第

11 項該当 

3 15 

10 

免許法施行規則第

4条の表備考第 1

号の科目について 

各 1以上 

／ ／ 
4 10 

免

許

法

別

表

第

5 

中学校助

教諭免許

状（実

習） 

6 20 10 免許法施行規則第

4条の表備考第 1

号の科目について 

各 2以上 

10 4 

2 2 

／ 

7 15 8 7 3 ／ 

8 10 5 
免許法施行規則第

4条の表備考第 1

号の科目について 

各 1以上 

5 2 1 1 ／ 

免許法別

表第 5備

考第 4号

該当 

6 10 5 5 2 1 1 ／ 

 

注 1 「29 年改正法」とは、教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和 29 年法

律第 158 号)をいう。  

2 二種免許状を有する者で、平成元年 4月 1日以後に教育職員に任命され、

又は雇用されたものが在職年数 12 年を経過した日から 3年の間に免許法別表

第 3備考第 8号の規定による指定を受け、当該経過した日から 3年を経過す

る日までに一種免許状を取得していない場合は、同表備考第 10 号の規定によ

り翌日以後は最低修得単位数は 45 単位となる。 

3 9 30 7 免許法施行規則

第 3条の表の第

2欄の科目のう

ち 1／2以上の

科目 

各 1 

15 6 
4 4 

10 25 6 13 
5 2 

11 20 5 11 3 3 

12 15 4 9 4 2 2 
1 

13 10 3 1 科目以上 6 2 1 1 

29 年改

正法附則

第 11 項

該当 

3 15 

10 

免許法施行規則

第 3条の表の第

2欄の科目につ

いて 

各 1以上 

／ ／ 
4 10 

免

許

法

別

表

第

5 

中学校助

教諭免許

状 

(実習) 

6 20 10 免許法施行規則

第 3条の表の第

2欄の科目につ

いて 

各 2以上 

10 4 2 2 ／ 

7 15 8 7 3 2 2 ／ 

8 10 5 免許法施行規則

第 3条の表の第

2欄の科目につ

いて 

各 1以上 

5 2 1 1 ／ 

免許法別

表第 5備

考第 5号

該当 

6 10 5 5 2 1 1 ／ 

 

注 

1 「29 年改正法」とは、教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和 29 年法律第 158 号)をいう。  

2 二種免許状を有する者で、平成元年 4月 1日以後に教育職員に任命され、又は雇用されたものが在職年数 12

年を経過した日から 3年の間に免許法別表第 3備考第 8号の規定による指定を受け、当該経過した日から 3年

を経過する日までに一種免許状を取得していない場合は、同表備考第 10 号の規定により翌日以後は最低修得単

位数は 45 単位となる。 



 

3 高等学校教諭免許状 3 高等学校教諭免許状 

適

用

区

分 

種

別 
基礎資格 

在

職

年

数 

最

低

修

得

単

位

数 

教科に関する専門的事

項に関する科目 

各科目の指導法に関する科

目又は教諭の教育の基礎的

理解に関する科目等 

大学

が独

自に

設定

する

科目 

単位数 

単

位

数 

最低修得単位の配分 

単位

数 

各

教

科

の

指

導

法

に

関

す

る

科

目 

教育

の基

礎的

理解

に関

する

科目 

道徳、総合

的な学習の

時間等の指

導法、教育

相談等に関

する科目 

免

許

法

別

表

第

3 

一

種 

高等学校

助教諭免

許状 

5 45 10 
免許法施行規則第

5条の表備考第１

号の科目のうち 2/

3 以上の科目 

各 1 

12 
4 5 

3 
8 

6 40 9 11 

2 

7 35 8 10 

3 
4 

7 

8 30 7 免許法施行規則第

5条の表備考第１

号の科目のうち 1/

9 6 

9 25 6 8 
3 

5 

10 20 5 7 2 4 

適

用

区

分 

種

別 
基礎資格 

在

職

年

数 

最

低

修

得

単

位

数 

教科に関する科目 
教 職 に 関 す る 科 目 

教

科

又

は

教

職

に

関

す

る

科

目 

必   修   科   目 

単

位

数 

必修科目 

単

位

数 

教職の意義

等に関する

科目 

教育の基礎理論

に関する科目 

教育課程及び指導

法に関する科目 

生徒指導、

教育相談及

び進路指導

等に関する

科目 

教

職

の

意

義

及

び

教

員

の

役

割 

教員

の職

務内

容(研

修、

服務

及び

身分

保障

等を

含

む。) 

進

路

選

択

に

資

す

る

各

種

の

機

会

の

提

供

等 

教

育

の

理

念

並

び

に

教

育

に

関

す

る

歴

史

及

び

思

想 

幼児、

児童及

び生徒

の心身

の発達

及び学

習の過

程(障

害のあ

る幼

児、児

童及び

生徒の

心身の

発達及

び学習

の過程

を含

む。) 

教育

に関

する

社会

的、

制度

的又

は経

営的

事項 

教

育

課

程

の

意

義

及

び

編

成

の

方

法 

各

教

科

の

指

導

法 

特

別

活

動

の

指

導

法 

教育の

方法及

び技術

(情報機

器及び

教材の

活用を

含む。) 

生

徒

指

導

の

理

論

及

び

方

法 

教育

相談

(カウ

ンセ

リン

グに

関す

る基

礎的

な知

識を

含

む。)

の理

論及

び方

法 

進

路

指

導

の

理

論

及

び

方

法 

免

許

法

別

表

第

3 

一

種 

高等学校

助教諭免

許状 

5 45 10 免許法施行規則

第 4条の表の第

2欄の科目のう

ち 2／3以上の

科目 

各 1 

12 
5 4 

3 
8 

6 40 9 11 

2 

7 35 8 10 
4 3 

7 

8 30 7 免許法施行規則

第 4条の表の第

2欄の科目のう

9 6 

9 25 6 8 
3 

3 5 

10 20 5 7 2 4 



11 15 4 
2 以上の科目 

各 1 6 
2 1 3 

12 10 3 1 科目以上 4 1 

免許法施

行規則第

11 条第 1

項の表備

考第 3号

及び第 12

条該当 

3 25 5 
免許法施行規則第

5条の表備考第 1

号の科目のうち 1/

2 以上の科目 

各 1 

7 

2 
3 

2 8 

4 20 4 6 

1 

7 

5 15 3 
1 科目以上 

5 
2 

6 

6 10 3 4 1 3 

29 年改正

法附則第

8項該当 

10 90 20 

免許法施行規則第

5条の表備考第 1

号の科目について 

各 1以上 

24 8 10 

6 

16 

11 85 
18 22 7 9 14 

12 80 

13 75 
16 19 

6 

8 5 13 
14 70 

15 65 
14 17 7 4 11 

16 60 

17 55 
12 14 5 6 

3 

10 
18 50 

19 45 
10 免許法施行規則第

5条の表備考第 1

号の科目の内 2/3

以上の科目 

各 1 

12 4 5 8 
20 40 

21 35 

8 9 3 4 

2 

7 
22 30 

23 25 
6 免許法施行規則第

5条の表備考第 1

号の科目のうち 1/

2 以上の科目 

各 1 

7 

2 

3 6 
24 20 

25 15 4 5 
2 1 

5 

26 10 3 1 科目以上 4 1 3 

免許法施

行規則附

4 45 
10 

免許法施行規則第

5条の表備考第 1
12 4 5 3 8 

5 40 

11 15 4 

ち 1／2以上の

科目 

各 1 

6 
2 

2 
1 3 

12 10 3 1 科目以上 4 1 

免許法施

行規則第

11 条第 1

項の表備

考第 3号

及び第 1

2 条該当 

3 25 5 免許法施行規則

第 4条の表の第

2欄の科目のう

ち 1／2以上の

科目 

各 1 

7 

3 2 

2 8 

4 20 4 6 

1 

7 

5 15 3 
1 科目以上 

5 
2 

2 6 

6 10 3 4 1 3 

29 年改

正法附則

第 8項該

当 

10 90 20 

免許法施行規則

第 4条の表の第

2欄の科目につ

いて 

各 1以上 

24 10 8 6 16 

11 85 
18 22 9 7 6 14 

12 80 

13 75 
16 19 8 6 5 13 

14 70 

15 65 
14 17 7 6 4 11 

16 60 

17 55 
12 14 6 5 3 10 

18 50 

19 45 
10 

免許法施行規則

第 4条の表の第

2欄の科目のう

ち 2／3以上の

科目 

各 1 

12 5 4 3 8 
20 40 

21 35 

8 9 4 3 2 7 
22 30 

23 25 
6 免許法施行規則

第 4条の表の第

2欄の科目のう

ち 1／2以上の

科目 

各 1 

7 3 2 2 6 
24 20 

25 15 4 5 2 2 1 5 

26 10 3 1 科目以上 4 2 1 1 3 

免許法施

行規則附

4 45 
10 

免許法施行規則

第 4条の表の第
12 5 4 3 8 

5 40 



則第 38 項

及び第 39

項該当 

（修業年

限 3年） 

6 35 

8 

号の科目のうち 2/

3 以上の科目 

各 1 
9 3 4 2 7 

7 30 

8 25 
6 免許法施行規則第

5条の表備考第 1

号の科目のうち 1/

2 以上の科目 

各 1 

7 

2 

3 2 6 
9 20 

10 15 4 5 2 
1 

5 

11 10 3 1 科目以上 4 1 3 

同上 

（修業年

限 2年） 

6 60 13 
免許法施行規則第

5条の表備考第 1

号の科目について 

各 1以上 

16 

5 

7 4 11 

7 55 

12 14 6 

3 

10 
8 50 

9 45 
10 免許法施行規則第

5条の表備考第 1

号の科目のうち 2/

3 以上の科目 

各 1 

12 4 5 8 
10 40 

11 35 

8 9 3 4 

2 

7 
12 30 

13 25 
6 免許法施行規則第

5条の表備考第 1

号の科目のうち 1/

2 以上の科目 

各 1 

7 

2 

3 6 
14 20 

15 15 4 5 
2 

1 5 

16 10 3 1 科目以上 4 2 ／ 3 

免

許

法

別

表

第

5 

高等学校

助教諭免

許状(実

習) 

3 10 

5 

免許法施行規則第

5条の表備考第 1

号の当該実業教科

の科目について 

各 1以上 

（科目数が単位数

より多い場合は選

択） 

5 2 2 1 ／ 

29 年改正

法附則第

8項該当 

6 10 

免 表イ該当 3 10 5 同上 5 2 2 1 ／ 

則第 29

項及び第

30 項該

当 

(修業年

限 3年) 

6 35 

8 

2 欄の科目のう

ち 2／3以上の

科目 

各 1 

9 4 3 2 7 
7 30 

8 25 
6 

免許法施行規則

第 4条の表の第

2欄の科目のう

ち 1／2以上の

科目 

各 1 

7 3 2 2 6 
9 20 

10 15 4 5 2 2 1 5 

11 10 3 1 科目以上 4 2 1 1 3 

同上 

(修業年

限 2年) 

6 60 13 免許法施行規則

第 4条の表の第

2欄の科目につ

いて 

各 1以上 

16 7 5 4 11 

7 55 

12 14 6 5 3 10 
8 50 

9 45 
10 

免許法施行規則

第 4条の表の第

2欄の科目のう

ち 2／3以上の

科目 

各 1 

12 5 4 3 8 
10 40 

11 35 

8 9 4 3 2 7 
12 30 

13 25 
6 

免許法施行規則

第 4条の表の第

2欄の科目のう

ち 1／2以上の

科目 

各 1 

7 3 2 2 6 
14 20 

15 15 4 5 2 2 1 5 

16 10 3 1 科目以上 4 2 1 1 3 

免

許

法

別

表

第

5 

高等学校

助教諭免

許状(実

習) 

3 10 

5 

免許法施行規則

第 4条の表の当

該実業教科の第

2欄の科目につ

いて 

各 1以上 

(科目数が単位

数より多い場合

は選択) 

5 2 2 1 ／ 
同上 29

年改正法

附則第 8

項該当 

6 10 

免 表イ該当 3 10 5 同上 5 2 2 1 ／ 



許

法

附

則

第

9

項 

表ロ該当 3 

表ハ該当 6 

表ニ該当 3 

 

注 1 基礎資格が高等学校助教諭免許状である者又は免許法施行規則第 11 条第 1

項の表備考第 3号及び第 12 条に該当する者が同表備考第 2号の適用を受ける

場合にあっては、その者の次の表に掲げる在職年数及び卒業した短期大学等

で修得した教職に関する科目の単位数の区分に応じ、それぞれ同表に掲げる

教職に関する科目の単位数を修得しなければならない。この場合において、

修得する単位数に係る教職に関する科目は、必修科目の中から選択するもの

とする。 

許

法

附

則

第

11

項 

表ロ該当 3 

表ハ該当 6 

表ニ該当 3 

 

注  

1 基礎資格が高等学校助教諭免許状である者又は免許法施行規則第 11 条第 1項の表備考第 3号及び第 12 条に該

当する者が、同表備考第 2号の適用を受ける場合にあっては、その者の次の表に掲げる在職年数及び卒業した

短期大学等で修得した教職に関する科目の単位数の区分に応じ、それぞれ同表に掲げる教職に関する科目の単

位数を修得しなければならない。この場合において、修得する単位数に係る教職に関する科目は、必修科目の

中から選択するものとする。 

(1) 基礎資格が高等学校助教諭免許状である者の場合 (1) 基礎資格が高等学校助教諭免許状である者の場合 

(表は省略) (表は省略) 

(2) 基礎資格が免許法施行規則第 11 条第 1項の表備考第 3号及び第 12 条に

該当する者の場合 

(2) 基礎資格が免許法施行規則第 11 条第 1項の表備考第 3号及び第 12 条に該当する者の場合 

(表は省略) (表は省略) 

   2 「29 年改正法」とは、教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和 29 年法律

第 158 号)をいう。  

    2 「29 年改正法」とは、教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和 29 年法律第 158 号)をいう。  



 

4 幼稚園教諭免許状 4 幼稚園教諭免許状 

適

用

区

分 

種

別 
基礎資格 

在

職

年

数 

最

低

修

得

単

位

数 

領域に関する専門的

事項に関する科目 

保育内容の指導法に関する

科目又は教諭の教育の基礎

的理解に関する科目等 

大学

が独

自に

設定

する

科目 

単位数 

単

位

数 

最低修得単位の配分 

単位

数 

保

育

内

容

の

指

導

法

に

関

す

る

科

目 

教育

の基

礎的

理解

に関

する

科目 

道徳、総合

的な学習の

時間等の指

導法及び生

徒指導、教

育相談等に

関する科目 

免

許

法

別

表

第

3 

一

種 

幼稚園教

諭二種免

許状 

5 45 4 

免許法施行規則第

2条の表備考第 1

号の科目のうち 1

以上の科目 

20 13 6 

1 

6 

6 40 4 18 12 
5 5 

7 35 3 16 10 

8 30 3 14 9 4 
4 

9 25 2 12 8 
3 

10 20 2 10 6 
3 

11 15 1 8 5 
2 

12 10 1 7 4 2 

適

用

区

分 

種

別 
基礎資格 

在

職

年

数 

最

低

修

得

単

位

数 

教科に関する科目 
教 職 に 関 す る 科 目 

教

科

又

は

教

職

に

関

す

る

科

目 

必   修   科   目 

単

位

数 

必修科目 

単

位

数 

教職の意義等

に関する科目 

教育の基礎理論に関

する科目 

教育課程及

び指導法に

関する科目 

生徒指導、

教育相談及

び進路指導

等に関する

科目 

教

職

の

意

義

及

び

教

員

の

役

割 

教員

の職

務内

容(研

修、

服務

及び

身分

保障

等を

含

む。) 

進

路

選

択

に

資

す

る

各

種

の

機

会

の

提

供

等 

教

育

の

理

念

並

び

に

教

育

に

関

す

る

歴

史

及

び

思

想 

幼児、

児童及

び生徒

の心身

の発達

及び学

習の過

程(障害

のある

幼児、

児童及

び生徒

の心身

の発達

及び学

習の過

程を含

む。) 

教育に

関する

社会

的、制

度的又

は経営

的事項 

教

育

課

程

の

意

義

及

び

編

成

の

方

法 

保

育

内

容

の

指

導

法 

教育

の方

法及

び技

術(情

報機

器及

び教

材の

活用

を含

む。) 

幼

児

理

解

の

理

論

及

び

方

法 

教育相

談(カ

ウンセ

リング

に関す

る基礎

的な知

識を含

む。)

の理論

及び方

法 

免

許

法

別

表

第

3 

一

種 

幼稚園教

諭 

二種免許

状 

5 45 4 

免許法施行規

則第 5条に規

定する科目の

うち 1以上の

科目 

20 6 13 

1 

6 

6 40 4 18 
5 

12 
5 

7 35 3 16 10 

8 30 3 14 4 9 
4 

9 25 2 12 
3 

8 

10 20 2 10 6 
3 

11 15 1 8 
2 

5 

12 10 1 7 4 2 



免許法施

行規則第

11 条第 1

項の表備

考第 3号

及び第 12

条該当 

3 25 2 

免許法施行規則第

2条の表備考第 1

号の科目うち 1以

上の科目 

12 8 
3 

1 

6 

4 20 2 10 6 5 

5 15 1 8 5 

2 

4 

6 10 1 7 4 2 

二

種 

幼稚園助

教諭免許

状 

6 45 5 

免許法施行規則第

2条の表備考第 1

号の科目のうち 1

以上の科目 

30 18 9 
3 

／ 

7 40 4 27 16 8 

8 35 3 24 14 7 

2 9 30 3 21 13 6 

10 25 2 18 11 5 

11 20 2 15 9 
4 

1 12 15 1 12 7 

13 10 1 9 5 3 

29 年改正

法附則第

11 項該当 

3 15 

5 同上 5 1 2 1 ／ 
4 10 

29 年改正

法附則第

12 項該当 

1 10 5 同上 5 1 2 1 ／ 

 

注 「29 年改正法」とは、教育職員免許法の一部を改正する法律（昭和 29 年法律 

第 158 号）をいう。 

免許法施

行規則第

11 条第 1

項の表備

考第 3号

及び第 1

2 条該当 

3 25 2 

免許法施行規

則第 5条に規

定する科目の

うち 1以上の

科目 

12 
3 

8 

1 

6 

4 20 2 10 6 5 

5 15 1 8 

2 

5 4 

6 10 1 7 4 2 

二

種 

幼稚園助

教諭免許

状 

6 45 5 

免許法施行規

則第 5条に規

定する科目の

うち 1以上の

科目 

30 9 18 
3 ／ 

7 40 4 27 8 16 

8 35 3 24 7 14 

2 ／ 9 30 3 21 6 13 

10 25 2 18 5 11 

11 20 2 15 
4 

9 

1 ／ 12 15 1 12 7 

13 10 1 9 3 5 

29 年改

正法附則

第 11 項

該当 

3 15 

5 同上 5 2 1 1 ／ 
4 10 

29 年改

正法附則

第 12 項

該当 

1 10 5 同上 5 2 1 1 ／ 

 

注 「29 年改正法」とは、教育職員免許法の一部を改正する法律（昭和 29 年法律第 158 号）をいう。 



 

5 養護教諭免許状 5 養護教諭免許状 

適

用

区

分 

種

別 
基礎資格 

在

職

年

数 

最

低

修

得

単

位

数 

養護に関する科目 

養護教諭・栄養教諭

の教育の基礎的理解

に関する科目等 

大学

が独

自に

設定

する

科目 

単

位

数 

最低修得単位の配

分 

単

位

数 

最低修得単位の

配分 

単位

数 

衛生

学及

び公

衆衛

生学 

（予

防医

学を

含

む。

） 

学

校

保

健 

養

護

概

説 

栄

養

学

（

食

品

学

を

含

む

。

） 

教育

の基

礎的

理解

に関

する

科目 

道徳、総

合的な学

習の時間

等の内容

及び生徒

指導、教

育相談等

に関する

科目 

免

許

法

別

表

第

6 

一

種 
養護教諭

二種免許

状 

3 20 8 

2 2 2 

6 

2 2 

2 

4 15 7 5 
1 

5 10 6 4 

免許法施

行規則第

12 条及

び第 17

条第 1 項

の表備考

1 10 4 1 1 1 3 任意 2 

適

用

区

分 

種

別 

基礎資

格 

在

職

年

数 

最

低

修

得

単

位

数 

養護に関する科

目 
教 職 に 関 す る 科 目 

教

科

又

は

教

職

に

関

す

る

科

目 

単

位

数 

必修科目 

単

位

数 

必   修   科   目 

衛

生

学

及

び

公

衆

衛

生

学 

(予

防

医

学

を

含

む

。) 

学

校

保

健 

養

護

概

説 

栄

養

学

(

食

品

学

を

含

む

。

) 

教職の意義

等に関する

科目 

教育の基礎理論に

関する科目 

教育課程

に関する

科目 

生徒指導及

び教育相談

に関する科

目 

教

職

の

意

義

及

び

教

員

の

役

割 

教員

の職

務内

容(研

修、

服務

及び

身分

保障

等を

含

む。) 

進

路

選

択

に

資

す

る

各

種

の

機

会

の

提

供

等 

教

育

の

理

念

並

び

に

教

育

に

関

す

る

歴

史

及

び

思

想 

幼児、

児童及

び生徒

の心身

の発達

及び学

習の過

程(障

害のあ

る幼

児、児

童及び

生徒の

心身の

発達及

び学習

の過程

を含

む。) 

教育に

関する

社会

的、制

度的又

は経営

的事項 

教

育

課

程

の

意

義

及

び

編

成

の

方

法 

道

徳

及

び

特

別

活

動

に

関

す

る

内

容 

教育

の方

法及

び技

術

(情

報機

器及

び教

材の

活用

を含

む。

) 

生徒

指導

の理

論及

び方

法 

教育相

談(カ

ウンセ

リング

に関す

る基礎

的な知

識を含

む。)

の理論

及び方

法 

免

許

法

一

種 

養護教

諭二種

免許状 

3 20 8 

2 2 2 

6 

2 

2 2 2 

4 15 7 5 
2 

1 

5 10 6 4 ／ 



該当 

免許法別

表第 6 備

考第 1 号

該当 

1 10 4 1 1 1 3 任意 ／ 

二

種 
養護助教

諭免許状 

6 30 14 

2 2 2 

8 4 
4 

2 7 25 12 7 
3 

8 20 10 6 

2 9 15 8 5 
2 

1 

10 10 6 4 ／ 

免許法別

表第 6 備

考第 2 号

該当 

／ 10 4 1 1 1 3 任意 ／ 

29 年改

正法附則

第 18 項

該当 

3 10 6 1 1 1 2 任意 ／ 

 
注 「29 年改正法」とは、教育職員免許法の一部を改正する法律（昭和 29 年法律

第 158 号）をいう。 

別

表

第

6 

免許法

施行規

則第 12

条・第 1

7 条表備

考該当 

1 10 4 1 1 1 3 任     意 2 

免許法

別表第 6

備考第 1

号該当 

1 10 4 1 1 1 3 任     意 ／ 

二

種 

養護助

教諭免

許状 

6 30 14 

2 2 2 

8 4 
2 2 

2 7 25 12 7 
3 

8 20 10 6 

2 9 15 8 5 
2 

1 

10 10 6 4 ／ 

免許法

別表第 6

備考第 2

号該当 

／ 10 4 1 1 1 3 任     意 ／ 

29 年改

正法附

則第 18

項該当 

3 10 6 1 1 1 2 任     意 ／ 

 
注 「29 年改正法」とは、教育職員免許法の一部を改正する法律（昭和 29 年法律第 158 号）をいう。 

6 特別支援学校教諭免許状 6 特別支援学校教諭免許状 

(表は省略) (表は省略) 



 

7 栄養教諭免許状 7 栄養教諭免許状 

適

用

区

分 

種

別 

基

礎

資

格 

在

職

年

数 

最

低

修

得

単

位

数 

管理栄養士学校指

定規則別表第 1に

掲げる教育内容に

係る科目 

栄

養

に

係

る

教

育

に

関

す

る

科

目 

養護教諭・栄養教諭の教育の

基礎的理解に関する科目等 

大学

が独

自に

設定

する

科目 

単

位

数 

必修科目 

単

位

数 

単

位

数 

最低修得単位の配分 

単位

数 

教育の基

礎的理解

に関する

科目 

道徳、総合的

な学習の時間

等の内容及び

生徒指導、教

育相談等に関

する科目 

免

許

法

別

表

第

6

の

2 

一

種

免

許

状 

栄

養

教

諭

二

種

免

許

状 

3 40 32 

5 科目以上 2 

6 

2 2 

／ 

4 35 28 5 

5 30 24 4 

6 25 20 3 

1 1 

7 20 16 

3 科目以上 1 

3 

8 15 12 

2 
9 10 7 

 

適

用

区

分 

種

別 

基

礎

資

格 

在

職

年

数 

最

低

修

得

単

位

数 

管理栄養士学校指定

規則別表第 1に掲げ

る教育内容に係る科

目 

栄

養

に

係

る

教

育

に

関

す

る

科

目 

教 職 に 関 す る 科 目 

単

位

数 

必   修   科   目 

教職の意義等に

関する科目 

教育の基礎理論に関す

る科目 

教育課程及

び指導法に

関する科目 

生徒指

導、教育

相談及び

進路指導

等に関す

る科目 

教

職

の

意

義

及

び

教

員

の

役

割 

教員

の職

務内

容(研

修、

服務

及び

身分

保障

等を

含

む。) 

進路

選択

に資

する

各種

の機

会の

提供

等 

教育

の理

念並

びに

教育

に関

する

歴史

及び

思想 

幼児、児

童及び生

徒の心身

の発達及

び学習の

過程(障害

のある幼

児、児童

及び生徒

の心身の

発達及び

学習の過

程を含

む。) 

教育

に関

する

社会

的、

制度

的又

は経

営的

事項 

教

育

課

程

の

意

義

及

び

編

成

の

方

法 

道

徳

及

び

特

別

活

動

に

関

す

る

内

容 

教育

の方

法及

び技

術(情

報機

器及

び教

材の

活用

を含

む。) 

生

徒

指

導

の

理

論

及

び

方

法 

教育相

談(カ

ウンセ

リング

に関す

る基礎

的な知

識を含

む。)

の理論

及び方

法 

単

位

数 

必修科目 単

位

数 

免

許

法

別

表

第

6

の

2 

一

種

免

許

状 

栄

養

教

諭

二

種

免

許

状 

3 40 32 

5 科目以上 

2 6 1 1 1 1 

4 35 28 2 5 1 1 1 1 

5 30 24 2 4 1 1 1 1 

6 25 20 2 3 1 1 

7 20 16 

3 科目以上 

1 3 1 1 

8 15 12 1 2 1 1 

9 10 7 1 2 1 1 

 



 

別表第 2(第 14 条関係) 別表第 2(第 14 条関係) 

受けよ

うとす

る免許

状の種

類 

有すること

を必要とす

る学校の免

許状 

最低

在職

年数

に加

える

在職

年数 

最低修得単位数 

教科

に関

する

専門

的事

項に

関す

る科

目 

各教

科の

指導

法に

関す

る科

目 

道徳、総合的な学習の時間等の

指導法及び生徒指導、教育相談

等に関する科目 大学

が独

自に

設定

する

科目 

道徳

の理

論及

び指

導法 

生徒

指導

の理

論及

び方

法 

教育相談

（カウンセ

リングに関

する基礎的

な知識を含

む。）の理

論及び方法 

進路指

導及び

キャリ

ア教育

の理論

及び方

法 

小学校

教諭二

種免許

状 

幼稚園教諭

普通免許状 
1 ／ 7 1 2 ／ 

中学校教諭

普通免許状 
1 ／ 7 ／ 2 ／ 

中学校

教諭二

種免許

状 

小学校教諭

普通免許状 

1 7 2 ／ 2 ／ 

2 5 1 ／ 2 ／ 

高等学校教

諭普通免許

状 

1 ／ 1 1 1 3 

高等学

校教諭

一種免

許状 

中学校教諭

普通免許状

（二種免許

状を除

く。） 

1 ／ 1 ／ 2 6 

 

受けようと

する免許状

の種類 

有することを必要とす

る学校の免許状 

最低在職年数

に加える在職

年数 

最低修得単位数 

教科に関

する科目 

教職に関する科目 

教科又は教

職に関する

科目 

教育課程及び指

導法に関する科

目 

生徒指導、教育相談及

び進路指導等に関する

科目 各教科の

指導法 

道徳の

指導法 

小学校教諭

二種免許状 

幼稚園教諭普通免許状 1 ／ 7 1 2 ／ 

中学校教諭普通免許状 1 ／ 7 ／ 2 ／ 

中学校教諭

二種免許状 

小学校教諭普通免許状 
1 7 2 ／ 2 ／ 

2 5 1 ／ 2 ／ 

高等学校教諭普通免許

状 
1 ／ 1 1 1 3 

高等学校教

諭一種免許

状 

中学校教諭普通免許状

(二種免許状を除く。) 
1 ／ 1 ／ 2 6 

 

注  注  

1 最低在職年数に加える在職年数とは、免許法施行規則第 18 条の 2の表備

考第 4号に規定する実務証明責任者の証明を有する在職年数をいう。 
1 最低在職年数に加える在職年数とは、免許法施行規則第 18 条の 2の表備考第 4号に規定する実務証明責任

者の証明を有する在職年数をいう。 

2 この表における教科に関する専門的事項に関する科目、各教科の指導法に

関する科目及び大学が独自に設定する科目の修得方法については、免許法

施行規則第 18 条の 2の表備考第 1号から第 3号までに規定する修得方法の

例による。 

2 この表における教科に関する科目、教職に関する科目及び教科又は教職に関する科目の修得方法については、

免許法施行規則第 18 条の 2の表備考第 1号から第 3号までに規定する修得方法の例による。 

3 小学校教諭二種免許状の授与を受けようとする際のこの表及び免許法施行

規則第 18 条の 4の各教科の指導法に関する科目の単位の修得方法について

は、(1)及び(2)に定めるところによる。 

3 小学校教諭二種免許状の授与を受けようとする際のこの表及び免許法施行規則第 18 条の 4の各教科の指導法

の単位の修得方法については、(1)及び(2)に定めるところによる。 



(1) 各教科の指導法に関する科目の最低修得単位数が 7の場合にあって

は、4以上の教科の指導法に関する科目について、次のとおり修得する

ものとする。 

(1) 各教科の指導法の最低修得単位数が 7の場合にあっては、4以上の教科の指導法について、次のとおり

修得するものとする。 

ア 4 の教科の指導法に関する科目を修得するときは、3以上の教科の

指導法に関する科目についてのそれぞれ 2単位以上を含むものとす

る。 

ア 4 の教科の指導法を修得するときは、3以上の教科の指導法についてのそれぞれ 2単位以上を含むもの

とする。 

イ 5 以上の教科の指導法に関する科目を修得するときは、2以上の教

科の指導法に関する科目についてのそれぞれ 2単位以上及び 3以上

の教科の指導法に関する科目についてのそれぞれ 1単位以上を含む

ものとする。 

イ 5 以上の教科の指導法を修得するときは、2以上の教科の指導法についてのそれぞれ 2単位以上及び 3

以上の教科の指導法についてのそれぞれ 1単位以上を含むものとする。 

(2) 各教科の指導法に関する科目の最低修得単位数が 5の場合にあって

は、3以上の教科の指導法に関する科目について、次のとおり修得する

ものとする。 

(2) 各教科の指導法の最低修得単位数が 5の場合にあっては、3以上の教科の指導法について、次のとおり

修得するものとする。 

ア 3 の教科の指導法に関する科目を修得するときは、2以上の教科の

指導法に関する科目についてのそれぞれ 2単位以上を含むものとす

る。 

ア 3 の教科の指導法を修得するときは、2以上の教科の指導法についてのそれぞれ 2単位以上を含むもの

とする。 

イ 4 の教科の指導法に関する科目を修得するときは、1以上の教科の

指導法に関する科目についての 2単位以上及び 3以上の教科の指導

法に関する科目についてのそれぞれ 1単位以上を含むものとする。 

イ 4 の教科の指導法を修得するときは、1以上の教科の指導法についての 2単位以上及び 3以上の教科の

指導法についてのそれぞれ 1単位以上を含むものとする。 

ウ 5 以上の教科の指導法に関する科目を修得するときは、それぞれ 1

単位以上を含むものとする。 

ウ 5 以上の教科の指導法を修得するときは、それぞれ 1単位以上を含むものとする。 

 



別表第1(第14条関係) 

1 小学校教諭免許状 

適

用

区

分 

種

別 

基

礎

資

格 

在

職

年

数 

最

低

修

得

単

位

数 

教科

に関

する

科目 

教 職 に 関 す る 科 目 

教

科

又

は

教

職

に

関

す

る

科

目 

必   修   科   目 

単

位

数 

必

修

科

目 

単

位

数 

教職の意義

等に関する

科目 

教育の基礎理論

に関する科目 

教育課程及び指導

法に関する科目 

生徒指導、

教育相談及

び進路指導

等に関する

科目 

教

職

の

意

義

及

び

教

員

の

役

割 

教員

の職

務内

容(研

修、

服務

及び

身分

保障

等を

含

む。) 

進

路

選

択

に

資

す

る

各

種

の

機

会

の

提

供

等 

教

育

の

理

念

並

び

に

教

育

に

関

す

る

歴

史

及

び

思

想 

幼児、

児童及

び生徒

の心身

の発達

及び学

習の過

程(障害

のある

幼児、

児童及

び生徒

の心身

の発達

及び学

習の過

程を含

む。) 

教育

に関

する

社会

的、

制度

的又

は経

営的

事項 

教

育

課

程

の

意

義

及

び

編

成

の

方

法 

各

教

科

の

指

導

法 

道

徳

の

指

導

法 

特

別

活

動

の

指

導

法 

教育

の方

法及

び技

術(情

報機

器及

び教

材の

活用

を含

む。) 

生

徒

指

導

の

理

論

及

び

方

法 

教育相

談(カ

ウンセ

リング

に関す

る基礎

的な知

識を含

む。)

の理論

及び方

法 

進

路

指

導

の

理

論

及

び

方

法 

免

許

法

別

表

第

3 

一

種 

小

学

校

教

諭 

二

種

免

許

状 

5 45 4 

9

教

科

の

う

ち

1

以

上 

21 5 14 各教科の

指導法 

5教科 

(音楽、

図画工作

及び体育

のうち1

以上を含

む。) 

  各 1 

2 

5 
6 40 4 19 

4 
12 

7 35 3 17 11 

4 
8 30 3 15 

3 
10 

9 25 2 13 8 各教科の

指導法 
3 

10 20 2 11 2 7 1 

旧 参考資料３ー１ 

４２



11 15 1 9 6 3教科 

( 〃 ) 

  各 1 

2 
12 10 1 7 4 

免

許

法

施

行

規

則

第

11

条

第

1

項

の

表

備

考

第

3

号

及

び

第

12

条

該

当 

3 25 2 

9

教

科

の

う

ち

1

以

上 

13 3 8 

各教科の

指導法 

3教科 

(音楽、

図画工作

及び体育

のうち1

以上を含

む。) 

  各 1 

2 5 

4 20 2 11 

2 

7 

1 

4 

5 15 1 9 6 3 

6 10 1 7 4 2 

二

種 

小

学

校 

助

教

諭 

免

許

状 

6 45 4 

9

教

科

の

う

ち

1

以

上 

29 7 17 各教科の

指導法 

5教科 

(音楽、

図画工作

及び体育

のうち1

以上を含

む。) 

  各 2 

5 

2 

7 40 4 26 
6 

15 
4 

8 35 3 23 13 

9 30 3 20 5 12 
3 

10 25 2 17 

4 

10 4教科 

( 〃 ) 

  各 1 
1 

11 20 2 14 8 
2 

12 15 1 11 3 6 3教科 

( 〃 ) 

  各 1 
13 10 1 8 2 4 1 



29

年

改

正

法

附

則

第

11

項

該

当 

3 15 

5 

9

教

科

の

う

ち

1

以

上 

5 2 1 1 ／ 
4 10 

29

年

改

正

法

附

則

第

12

項

該

当 

1 10 5 5 2 1 1 ／ 

29

年

改

正

法

附

則

第

13

項

該

当 

5 10 5 5 2 1 1 ／ 

注  

1 「29年改正法」とは、教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和29年法律第15

8号)をいう。 

2 二種免許状を有する者で、平成元年4月1日以後に教育職員に任命され、又は雇

用されたものが在職年数12年を経過した日から3年の間に免許法別表第3備考第

8号の規定による指定を受け、当該経過した日から3年を経過する日までに一種免

許状を取得していない場合は、同表備考第10号の規定により翌日以後は最低修得

単位数は45単位となる。 



2 中学校教諭免許状 

適

用

区

分 

種

別 

基礎

資格 

在

職

年

数 

最

低

修

得

単

位

数 

教科

に関

する

科目 

教 職 に 関 す る 科 目 

教

科

又

は

教

職

に

関

す

る

科

目 

必   修   科   目 

単

位

数 

必

修

科

目 

単

位

数 

教職の意義

等に関する

科目 

教育の基礎理論

に関する科目 

教育課程及び指

導法に関する科

目 

生徒指導、

教育相談及

び進路指導

等に関する

科目 

教

職

の

意

義

及

び

教

員

の

役

割 

教員

の職

務内

容(研

修、

服務

及び

身分

保障

等を

含

む。) 

進

路

選

択

に

資

す

る

各

種

の

機

会

の

提

供

等 

教

育

の

理

念

並

び

に

教

育

に

関

す

る

歴

史

及

び

思

想 

幼児、

児童及

び生徒

の心身

の発達

及び学

習の過

程(障

害のあ

る幼

児、児

童及び

生徒の

心身の

発達及

び学習

の過程

を含

む。) 

教育

に関

する

社会

的、

制度

的又

は経

営的

事項 

教

育

課

程

の

意

義

及

び

編

成

の

方

法 

各

教

科

の

指

導

法 

道

徳

の

指

導

法 

特

別

活

動

の

指

導

法 

教育

の方

法及

び技

術(情

報機

器及

び教

材の

活用

を含

む。) 

生

徒

指

導

の

理

論

及

び

方

法 

教育

相談

(カウ

ンセ

リン

グに

関す

る基

礎的

な知

識を

含

む。)

の理

論及

び方

法 

進

路

指

導

の

理

論

及

び

方

法 

免

許

法

別

表

第

3 

一

種 

中学

校教

諭二

種免

許状 

5 45 10 免

許

法

施

行

規

則

第

3

条

の

表

の

第

2

16 

5 

8 
3 

4 
6 40 9 15 

2 
7 35 8 14 7 3 



欄

の

科

目

の

う

ち

2/3

以

上

の

科

目 

各

1 

8 30 7 免

許

法

施

行

規

則

第

3

条

の

表

の

第

2

欄

の

科

目

の

う

ち

1／

2

以

上

の

科

目 

各

1 

13 
4 

9 25 6 12 6 

2 

10 20 5 10 3 5 

11 15 4 8 2 4 1 



12 10 3 

1

科

目

以

上 

5 2 

免許

法施

行規

則第

11

条第

1項

の表

備考

第3

号及

び第

4号

並び

に第

12

条該

当 

3 25 6 免

許

法

施

行

規

則

第

3

条

の

表

の

第

2

欄

の

科

目

の

う

ち

1／

2

以

上

の

科

目 

各

1 

10 
3 

5 
2 

4 

4 20 5 9 

4 

3 

5 15 4 8 

2 1 2 

6 10 3 

1

科

目

以

上 

5 2 

免許

法附

則第

5項

の表

10 10 4 

1

科

目

以

上 

6 2 2 1 ／ 



第1

号該

当 

免許

法附

則第

5項

の表

第2

号該

当 

3 10 4 

1

科

目

以

上 

6 2 2 1 ／ 

免許

法附

則第

5項

の表

第3

号該

当 

／ 10 4 

1

科

目

以

上 

6 2 2 1 ／ 

免

許

法

別

表

第

5 

中学

校教

諭二

種免

許状 

(実

習) 

3 15 8 免

許

法

施

行

規

則

第

3

条

の

表

の

第

2

欄

の

科

目

の

う

ち

1／

2

以

上

の

7 3 2 2 ／ 

4 10 5 5 2 1 1 ／ 



科

目 

各

1 

免

許

法

別

表

第

3 

二

種 

中学

校助

教諭

免許

状 

6 45 10 免

許

法

施

行

規

則

第

3

条

の

表

の

第

2

欄

の

科

目

の

う

ち

2／

3

以

上

の

科

目 

各

1 

21 9 6 6 
4 

7 40 9 19 8 

5 5 
8 35 8 17 7 

3 

9 30 7 免

許

法

施

行

規

則

第

3

条

の

15 6 
4 4 

10 25 6 13 
5 2 

11 20 5 11 3 3 

12 15 4 9 4 2 2 1 



表

の

第

2

欄

の

科

目

の

う

ち

1／

2

以

上

の

科

目 

各

1 

13 10 3 

1

科

目

以

上 

6 2 1 1 

29

年改

正法

附則

第1

1項

該当 

3 15 

10 

免

許

法

施

行

規

則

第

3

条

の

表

の

第

2

欄

の

科

目

に

つ

／ ／ 
4 10 



い

て 

各

1

以

上 

免

許

法

別

表

第

5 

中学

校助

教諭

免許

状 

(実

習) 

6 20 10 免

許

法

施

行

規

則

第

3

条

の

表

の

第

2

欄

の

科

目

に

つ

い

て 

各

2

以

上 

10 4 2 2 ／ 

7 15 8 7 3 2 2 ／ 

8 10 5 免

許

法

施

行

規

則

第

3

条

の

表

の

5 2 1 1 ／ 

免許

法別

表第

5備

考第

5号

該当 

6 10 5 5 2 1 1 ／ 



第

2

欄

の

科

目

に

つ

い

て 

各

1

以

上 

注  

1 「29年改正法」とは、教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和29年法律第15

8号)をいう。 

2 二種免許状を有する者で、平成元年4月1日以後に教育職員に任命され、又は雇

用されたものが在職年数12年を経過した日から3年の間に免許法別表第3備考第

8号の規定による指定を受け、当該経過した日から3年を経過する日までに一種免

許状を取得していない場合は、同表備考第10号の規定により翌日以後は最低修得

単位数は45単位となる。 

3 高等学校教諭免許状 

適

用

区

分 

種

別 

基

礎

資

格 

在

職

年

数 

最

低

修

得

単

位

数 

教科に

関する

科目 

教 職 に 関 す る 科 目 

教

科

又

は

教

職

に

関

す

る

科

目 

必   修   科   目 

単

位

数 

必修

科目 

単

位

数 

教職の意義

等に関する

科目 

教育の基礎理論

に関する科目 

教育課程及び

指導法に関す

る科目 

生徒指導、

教育相談及

び進路指導

等に関する

科目 

教

職

の

意

義

及

び

教

員

の

役

割 

教員

の職

務内

容(研

修、

服務

及び

身分

保障

等を

含

む。) 

進

路

選

択

に

資

す

る

各

種

の

機

会

教

育

の

理

念

並

び

に

教

育

に

関

す

幼児、

児童及

び生徒

の心身

の発達

及び学

習の過

程(障害

のある

幼児、

児童及

び生徒

の心身

教育

に関

する

社会

的、

制度

的又

は経

営的

事項 

教

育

課

程

の

意

義

及

び

編

成

の

各

教

科

の

指

導

法 

特

別

活

動

の

指

導

法 

教育

の方

法及

び技

術(情

報機

器及

び教

材の

活用

を含

む。) 

生

徒

指

導

の

理

論

及

び

方

法 

教育相

談(カ

ウンセ

リング

に関す

る基礎

的な知

識を含

む。)

の理論

及び方

法 

進

路

指

導

の

理

論

及

び

方

法 



の

提

供

等 

る

歴

史

及

び

思

想 

の発達

及び学

習の過

程を含

む。) 

方

法 

免

許

法

別

表

第

3 

一

種 

高

等

学

校

助

教

諭

免

許

状 

5 45 10 免許

法施

行規

則第

4条

の表

の第

2欄

の科

目の

うち

2／3

以上

の科

目 

各1 

12 
5 4 

3 
8 

6 40 9 11 

2 

7 35 8 10 
4 3 

7 

8 30 7 免許

法施

行規

則第

4条

の表

の第

2欄

の科

目の

うち

1／2

以上

の科

目 

各1 

9 6 

9 25 6 8 
3 

3 5 

10 20 5 7 2 4 

11 15 4 6 

2 

2 

1 3 

12 10 3 

1科

目以

上 

4 1 

免

許

法

施

3 25 5 免許

法施

行規

則第

7 

3 2 

2 8 

4 20 4 6 1 7 



行

規

則

第1

1条

第1

項

の

表

備

考

第3

号

及

び

第1

2条

該

当 

4条

の表

の第

2欄

の科

目の

うち

1／2

以上

の科

目 

各1 

5 15 3 

1科

目以

上 

5 

2 

2 6 

6 10 3 4 1 3 

29

年

改

正

法

附

則

第8

項

該

当 

10 90 20 免許

法施

行規

則第

4条

の表

の第

2欄

の科

目に

つい

て 

各1

以上 

24 10 8 6 16 

11 85 
18 22 9 7 6 14 

12 80 

13 75 
16 19 8 6 5 13 

14 70 

15 65 
14 17 7 6 4 11 

16 60 

17 55 

12 14 6 5 3 10 
18 50 

19 45 
10 

免許

法施

行規

則第

4条

の表

の第

2欄

の科

目の

うち

2／3

以上

12 5 4 3 8 
20 40 

21 35 

8 9 4 3 2 7 
22 30 



の科

目 

各1 

23 25 
6 
免許

法施

行規

則第

4条

の表

の第

2欄

の科

目の

うち

1／2

以上

の科

目 

各1 

7 3 2 2 6 
24 20 

25 15 4 5 2 2 1 5 

26 10 3 

1科

目以

上 

4 2 1 1 3 

免

許

法

施

行

規

則

附

則

第2

9項

及

び

第3

0項

該

当 

(修

業

年

限3

年) 

4 45 
10 

免許

法施

行規

則第

4条

の表

の第

2欄

の科

目の

うち

2／3

以上

の科

目 

各1 

12 5 4 3 8 
5 40 

6 35 

8 9 4 3 2 7 
7 30 

8 25 
6 
免許

法施

行規

則第

4条

の表

の第

2欄

7 3 2 2 6 
9 20 

10 15 4 5 2 2 1 5 



の科

目の

うち

1／2

以上

の科

目 

各1 

11 10 3 

1科

目以

上 

4 2 1 1 3 

同

上 

(修

業

年

限2

年) 

6 60 13 免許

法施

行規

則第

4条

の表

の第

2欄

の科

目に

つい

て 

各1

以上 

16 7 5 4 11 

7 55 

12 14 6 5 3 10 
8 50 

9 45 
10 

免許

法施

行規

則第

4条

の表

の第

2欄

の科

目の

うち

2／3

以上

の科

目 

各1 

12 5 4 3 8 
10 40 

11 35 

8 9 4 3 2 7 
12 30 

13 25 
6 
免許

法施

行規

則第

4条

7 3 2 2 6 
14 20 

15 15 4 5 2 2 1 5 



の表

の第

2欄

の科

目の

うち

1／2

以上

の科

目 

各1 

16 10 3 

1科

目以

上 

4 2 1 1 3 

免

許

法

別

表

第

5 

高

等

学

校

助

教

諭

免

許

状

(実

習) 

3 10 

5 

免許

法施

行規

則第

4条

の表

の当

該実

業教

科の

第2

欄の

科目

につ

いて 

各1

以上 

(科

目数

が単

位数

より

多い

場合

は選

択) 

5 2 2 1 ／ 
同

上2

9年

改

正

法

附

則

第8

項

該

当 

6 10 

免

許

法

附

則

第

表

イ

該

当 

3 

10 5 

同上 

5 2 2 1 ／ 

表

ロ
3 



11

項 

該

当 

表

ハ

該

当 

6 

表

ニ

該

当 

3 

注  

1 基礎資格が高等学校助教諭免許状である者又は免許法施行規則第11条第1項の表

備考第3号及び第12条に該当する者が、同表備考第2号の適用を受ける場合にあ

っては、その者の次の表に掲げる在職年数及び卒業した短期大学等で修得した教

職に関する科目の単位数の区分に応じ、それぞれ同表に掲げる教職に関する科目

の単位数を修得しなければならない。この場合において、修得する単位数に係る

教職に関する科目は、必修科目の中から選択するものとする。 

(1) 基礎資格が高等学校助教諭免許状である者の場合 

在職年数 
卒業した短期大学等で修得した教職に関する科目の単位数 

0単位 1単位 2単位 3単位 

5   年 4単位 3単位 2単位 1単位 

6   年 4単位 3単位 2単位 1単位 

7   年 3単位 2単位 2単位 1単位 

8   年 3単位 2単位 1単位 1単位 

9   年 2単位 1単位 1単位 0単位 

10   年 2単位 1単位 1単位 0単位 

11   年 1単位 0単位 0単位 0単位 

(2) 基礎資格が免許法施行規則第11条第1項の表備考第3号及び第12条に該当する

者の場合 

在職年数 
卒業した大学等で修得した教職に関する科目の単位数 

0単位 1単位 2単位 3単位 

3   年 2単位 1単位 1単位 0単位 

4   年 2単位 1単位 1単位 0単位 

5   年 1単位 0単位 0単位 0単位 

  2 「29年改正法」とは、教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和29年法律第

158号)をいう。 

4 幼稚園教諭免許状 

適

用

区

分 

種

別 

基

礎

資

格 

在

職

年

数 

最

低

修

得

教科

に関

する

科目 

教 職 に 関 す る 科 目 教

科

又

は
必   修   科   目 



単

位

数 

単

位

数 

必

修

科

目 

単

位

数 

教職の意義等

に関する科目 

教育の基礎理論に

関する科目 

教育課程及び

指導法に関す

る科目 

生徒指

導、教育

相談及び

進路指導

等に関す

る科目 

教

職

に

関

す

る

科

目 
教

職

の

意

義

及

び

教

員

の

役

割 

教員の

職務内

容(研

修、服

務及び

身分保

障等を

含

む。) 

進

路

選

択

に

資

す

る

各

種

の

機

会

の

提

供

等 

教

育

の

理

念

並

び

に

教

育

に

関

す

る

歴

史

及

び

思

想 

幼児、児

童及び生

徒の心身

の発達及

び学習の

過程(障

害のある

幼児、児

童及び生

徒の心身

の発達及

び学習の

過程を含

む。) 

教育

に関

する

社会

的、

制度

的又

は経

営的

事項 

教

育

課

程

の

意

義

及

び

編

成

の

方

法 

保

育

内

容

の

指

導

法 

教育の

方法及

び技術

(情報

機器及

び教材

の活用

を含

む。) 

幼

児

理

解

の

理

論

及

び

方

法 

教育相

談(カ

ウンセ

リング

に関す

る基礎

的な知

識を含

む。)

の理論

及び方

法 

免

許

法

別

表

第

3 

一

種 

幼

稚

園

教

諭 

二

種

免

許

状 

5 45 4 免

許

法

施

行

規

則

第5

条

に

規

定

す

る

科

目

の

う

ち1

以

20 6 13 

1 

6 

6 40 4 18 
5 

12 
5 

7 35 3 16 10 

8 30 3 14 4 9 
4 

9 25 2 12 
3 

8 

10 20 2 10 6 
3 

11 15 1 8 

2 

5 

12 10 1 7 4 2 



上

の

科

目 

免

許

法

施

行

規

則

第1

1条

第1

項

の

表

備

考

第3

号

及

び

第1

2条

該

当 

3 25 2 免

許

法

施

行

規

則

第5

条

に

規

定

す

る

科

目

の

う

ち1

以

上

の

科

目 

12 
3 

8 

1 

6 

4 20 2 10 6 5 

5 15 1 8 

2 

5 4 

6 10 1 7 4 2 

二

種 

幼

稚

園

助

教

諭

免

許

状 

6 45 5 免

許

法

施

行

規

則

第5

条

に

規

定

す

る

科

目

の

う

30 9 18 
3 ／ 

7 40 4 27 8 16 

8 35 3 24 7 14 

2 ／ 9 30 3 21 6 13 

10 25 2 18 5 11 

11 20 2 15 
4 

9 

1 ／ 

12 15 1 12 7 

13 10 1 9 3 5 



ち1

以

上

の

科

目 

29

年

改

正

法

附

則

第1

1項

該

当 

3 15 

5 
同

上 
5 2 1 1 ／ 

4 10 

29

年

改

正

法

附

則

第1

2項

該

当 

1 10 5 
同

上 
5 2 1 1 ／ 

注 「29年改正法」とは、教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和29年法律第158

号)をいう。 

5 養護教諭免許状 

適

用

区

分 

種

別 

基礎

資格 

在

職

年

数 

最

低

修

得

単

位

数 

養護に関する科目 教 職 に 関 す る 科 目 

教

科

又

は

教

職

に

関

す

る

科

目 

単

位

数 

必修科目 

単

位

数 

必   修   科   目 

衛生

学及

び公

衆衛

生学 

(予防

医学

を含

む。) 

学

校

保

健 

養

護

概

説 

栄養

学(食

品学

を含

む。) 

教職の意義

等に関する

科目 

教育の基礎理

論に関する科

目 

教育課程に

関する科目 

生徒指

導及び

教育相

談に関

する科

目 

教

職

の

意

義

及

教員

の職

務内

容(研

修、

服務

進

路

選

択

に

資

教

育

の

理

念

並

幼

児、

児童

及び

生徒

の心

教育

に関

する

社会

的、

制度

教

育

課

程

の

意

道

徳

及

び

特

別

教育

の方

法及

び技

術(情

報機

生

徒

指

導

の

理

教育

相談

(カウ

ンセ

リン

グに



び

教

員

の

役

割 

及び

身分

保障

等を

含

む。) 

す

る

各

種

の

機

会

の

提

供

等 

び

に

教

育

に

関

す

る

歴

史

及

び

思

想 

身の

発達

及び

学習

の過

程(障

害の

ある

幼

児、

児童

及び

生徒

の心

身の

発達

及び

学習

の過

程を

含

む。) 

的又

は経

営的

事項 

義

及

び

編

成

の

方

法 

活

動

に

関

す

る

内

容 

器及

び教

材の

活用

を含

む。) 

論

及

び

方

法 

関す

る基

礎的

な知

識を

含

む。)

の理

論及

び方

法 

免

許

法

別

表

第

6 

一

種 

養護

教諭

二種

免許

状 

3 20 8 

2 2 2 

6 

2 

2 2 2 

4 15 7 5 

2 

1 

5 10 6 4 ／ 

免許

法施

行規

則第

12

条・

第1

7条

表備

考該

当 

1 10 4 1 1 1 3 任     意 2 

免許

法別

表第

6備

考第

1号

該当 

1 10 4 1 1 1 3 任     意 ／ 

6 30 14 2 2 2 8 4 2 2 2 



二

種 

養護

助教

諭免

許状 

7 25 12 7 
3 

8 20 10 6 

2 9 15 8 5 
2 

1 

10 10 6 4 ／ 

免許

法別

表第

6備

考第

2号

該当 

／ 10 4 1 1 1 3 任     意 ／ 

29

年改

正法

附則

第1

8項

該当 

3 10 6 1 1 1 2 任     意 ／ 

注 「29年改正法」とは、教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和29年法律第158

号)をいう。 

6 特別支援学校教諭免許状 

適

用

区

分 

種

別 
基礎資格 

在

職

年

数 

特別支援教育に関する科目 

最

低

修

得

単

位

数 

単

位

数 

必修科目 

特別

支援

教育

の基

礎理

論に

関す

る科

目 

免許状に定められることとなる特

別支援教育領域に関する科目 

免許状に定められる

こととなる特別支援

教育領域以外の領域

に関する科目 

免許状に定

められるこ

ととなる特

別支援教育

領域 

心身に障

害のある

幼児、児

童又は生

徒の心

理、生理

及び病理

に関する

科目 

心身に障

害のある

幼児、児

童又は生

徒の教育

課程及び

指導法に

関する科

目 

心身に障

害のある

幼児、児

童又は生

徒の心

理、生理

及び病理

に関する

科目 

心身に障

害のある

幼児、児

童又は生

徒の教育

課程及び

指導法に

関する科

目 

免

許

法

別

表

第

7 

一

種 

特別支援

学校教諭

二種免許

状 

3 6 6 0 

視覚障害者

又は聴覚障

害者に関す

る特別支援

教育領域 

1 1 

1 

知的障害

者、肢体不

自由者又は

1 



病弱者(身

体虚弱者を

含む。)に

関する教育

領域 

29年改

正法附則

第17項

該当 

3 4 4 1 

視覚障害者

又は聴覚障

害者に関す

る特別支援

教育領域 

1 1 

1 
知的障害

者、肢体不

自由者又は

病弱者(身

体虚弱者を

含む。)に

関する教育

領域 

1 

二

種 

小学校、

中学校、

高等学校

又は幼稚

園教諭の

普通免許

状 

3 6 6 1 

視覚障害者

又は聴覚障

害者に関す

る特別支援

教育領域 

1 1 

1 
知的障害

者、肢体不

自由者又は

病弱者(身

体虚弱者を

含む。)に

関する教育

領域 

1 

注  

1 この表の特別支援教育の基礎理論に関する科目、免許状に定められることとなる

特別支援教育領域に関する科目及び免許状に定められることとなる特別支援教育

領域以外の領域に関する科目の単位の修得方法は、それぞれ(1)から(4)までに定め

るところによる。 

(1) 特別支援教育の基礎理論に関する科目の単位の修得方法は、2単位を上限と

し、2単位を超える単位数があるときについては、2単位とみなすものとする。 

(2) 免許状に定められることとなる特別支援教育領域に関する科目については、

それぞれの特別支援教育領域が中心として教授されるものでなければならな

い。この場合において知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含

む。)に関する教育領域の修得に当たっては、心身に障害のある幼児、児童又は

生徒の心理、生理及び病理に関する科目並びに心身に障害のある幼児、児童又



は生徒の教育課程及び指導法に関する科目のいずれも修得しなければならない

(2の(1)において同じ。)。 

(3) 免許状に定められることとなる特別支援教育領域以外の領域に関する科目の

うち、心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科

目又は心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科

目の修得については、いずれか一の科目を修得すれば足りる(2の(2)において同

じ。)。 

(4) 免許状に定められることとなる特別支援教育領域以外の領域に関する科目の

うち、免許法施行規則第7条第1項備考3に規定するその他障害により教育上

特別の支援を必要とする者に対する教育に関する事項を含むものについては、

その事項が中心として教授されるものでなければならない。 

2 特別支援教育に関する科目の修得により第5条の2の規定による新教育領域の追

加の定めを受けようとする場合における単位の修得方法は、それぞれ(1)及び(2)に

定めるところによる。 

(1) 特別支援教育に関する科目の単位の修得方法は、追加の定めを受けようとす

る新教育領域の種類に応じ、それぞれ心身に障害のある幼児、児童又は生徒の

心理、生理及び病理に関する科目並びに心身に障害のある幼児、児童又は生徒

の教育課程及び指導法に関する科目について、この表に示した単位数以上の単

位数を併せて修得するものとする。 

(2) 1の(2)の規定により修得するものとされる単位は、新教育領域の追加の定め

を受けようとする者が免許状の授与を受けた際に修得した単位又は過去に新教

育領域の追加の定めを受けた際に修得した単位(1の(4)に規定する科目のうち、

新たに追加の定めを受けようとする新教育領域に関する科目に係るものであっ

て、当該新教育領域が中心として教授されるものに限る。)をもって、1の(2)に

規定する科目に充てることができる。この場合において、1の(4)に規定する科

目について修得した単位数が当該科目の最低修得単位数に不足することとなる

ときは、当該科目についてその不足する単位数と同数以上の単位を新たに修得

しなければならない。 

3 「29年改正法」とは、教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和29年法律第15

8号)をいう。 

7 栄養教諭免許状 

適

用

区

分 

種

別 

基

礎

資

格 

在

職

年

数 

最

低

修

得

単

位

数 

管理

栄養

士学

校指

定規

則別

表第1

に掲

げる

栄

養

に

係

る

教

育

に

関

教 職 に 関 す る 科 目 

単

位

数 

必   修   科   目 

教職の意義等

に関する科目 

教育の基礎理論に

関する科目 

教育課程及び

指導法に関す

る科目 

生徒指

導、教育

相談及び

進路指導

等に関す

る科目 



教育

内容

に係

る科

目 

す

る

科

目 

教

職

の

意

義

及

び

教

員

の

役

割 

教員の

職務内

容(研

修、服

務及び

身分保

障等を

含

む。) 

進

路

選

択

に

資

す

る

各

種

の

機

会

の

提

供

等 

教

育

の

理

念

並

び

に

教

育

に

関

す

る

歴

史

及

び

思

想 

幼児、児

童及び生

徒の心身

の発達及

び学習の

過程(障

害のある

幼児、児

童及び生

徒の心身

の発達及

び学習の

過程を含

む。) 

教育

に関

する

社会

的、

制度

的又

は経

営的

事項 

教

育

課

程

の

意

義

及

び

編

成

の

方

法 

道

徳

及

び

特

別

活

動

に

関

す

る

内

容 

教育の

方法及

び技術

(情報

機器及

び教材

の活用

を含

む。) 

生

徒

指

導

の

理

論

及

び

方

法 

教育相

談(カ

ウンセ

リング

に関す

る基礎

的な知

識を含

む。)

の理論

及び方

法 

単

位

数 

必

修

科

目 

単

位

数 

免

許

法

別

表

第

6

の

2 

一

種

免

許

状 

栄

養

教

諭

二

種

免

許

状 

3 40 32 5

科

目

以

上 

2 6 1 1 1 1 

4 35 28 2 5 1 1 1 1 

5 30 24 2 4 1 1 1 1 

6 25 20 2 3 1 1 

7 20 16 3

科

目

以

上 

1 3 1 1 

8 15 12 1 2 1 1 

9 10 7 1 2 1 1 

別表第2(第14条関係) 

受けよう

とする免

許状の種

類 

有することを必

要とする学校の

免許状 

最低在職

年数に加

える在職

年数 

最低修得単位数 

教科に

関する

科目 

教職に関する科目 

教科又は

教職に関

する科目 

教育課程及

び指導法に

関する科目 
生徒指導、教育

相談及び進路指

導等に関する科

目 
各教科

の指導

法 

道徳

の指

導法 

小学校教

諭二種免

許状 

幼稚園教諭普通

免許状 
1 ／ 7 1 2 ／ 

中学校教諭普通

免許状 
1 ／ 7 ／ 2 ／ 



中学校教

諭二種免

許状 

小学校教諭普通

免許状 

1 7 2 ／ 2 ／ 

2 5 1 ／ 2 ／ 

高等学校教諭普

通免許状 
1 ／ 1 1 1 3 

高等学校

教諭一種

免許状 

中学校教諭普通

免許状(二種免許

状を除く。) 

1 ／ 1 ／ 2 6 

注  

1 最低在職年数に加える在職年数とは、免許法施行規則第18条の2の表備考第4号

に規定する実務証明責任者の証明を有する在職年数をいう。 

2 この表における教科に関する科目、教職に関する科目及び教科又は教職に関する

科目の修得方法については、免許法施行規則第18条の2の表備考第1号から第3

号までに規定する修得方法の例による。 

3 小学校教諭二種免許状の授与を受けようとする際のこの表及び免許法施行規則第

18条の4の各教科の指導法の単位の修得方法については、(1)及び(2)に定めると

ころによる。 

(1) 各教科の指導法の最低修得単位数が7の場合にあっては、4以上の教科の指

導法について、次のとおり修得するものとする。 

ア 4の教科の指導法を修得するときは、3以上の教科の指導法についてのそれ

ぞれ2単位以上を含むものとする。 

イ 5以上の教科の指導法を修得するときは、2以上の教科の指導法についての

それぞれ2単位以上及び3以上の教科の指導法についてのそれぞれ1単位以

上を含むものとする。 

(2) 各教科の指導法の最低修得単位数が5の場合にあっては、3以上の教科の指

導法について、次のとおり修得するものとする。 

ア 3の教科の指導法を修得するときは、2以上の教科の指導法についてのそれ

ぞれ2単位以上を含むものとする。 

イ 4の教科の指導法を修得するときは、1以上の教科の指導法についての2単

位以上及び3以上の教科の指導法についてのそれぞれ1単位以上を含むもの

とする。 

ウ 5以上の教科の指導法を修得するときは、それぞれ1単位以上を含むものと

する。 

別記第1号様式(第4条－第9条関係) 

教育職員免許状授与(検定)願 

[別紙参照] 

第2号様式(第4条－第10条関係) 



履歴書 

[別紙参照] 

第3号様式(第4条、第5条、第6条、第7条、第9条関係) 

実務に関する証明書 

[別紙参照] 

第3号様式の2(第5条関係) 

実務に関する証明書(保育士等) 

[別紙参照] 

第4号様式(第5条、第6条、第9条関係) 

実地経験に関する証明書 

[別紙参照] 

第5号様式(第5条、第6条、第10条関係) 

教科又は特別支援教育領域に関する証明書 

[別紙参照] 

第6号様式 削除 

第6号様式の2(第5条の2関係) 

紛失申出書 

[別紙参照] 

第7号様式(第10条関係) 

教育職員免許状交付願 

[別紙参照] 

第8号様式(第12条関係) 

教育職員免許状書換え(再交付)願 

[別紙参照] 

第8号様式の2(第12条関係) 

特別支援学校教諭免許状再交付願 

[別紙参照] 



第9号様式(第13条関係) 

免許教科外の教科教授担任許可申請書 

[別紙参照] 

第10号様式(第13条関係) 

免許教科外の教科教授担任許可書 

[別紙参照] 

第11号様式(第13条の2関係) 

非常勤講師任用届出書 

[別紙参照] 

第12号様式(第28条関係) 

(教育職員)教諭特別免許状 

[別紙参照] 

第13号様式(第28条関係) 

(教育職員)助教諭免許状 

[別紙参照] 

第13号様式の2(第28条関係) 

(教育職員)助教諭免許状 

[別紙参照] 

第13号様式の3(第28条関係) 

(教育職員)助教諭免許状 

[別紙参照] 

第14号様式(第29条関係) 

免許状の原簿 

[別紙参照] 



１ 小学校教諭免許状 

適

用

区

分

種

別
基礎資格 

在

職

年

数 

最

低

修

得

単

位

数 

教科に関す

る専門的事

項に関する

科目 

各教科の指導法に関する科目又は教諭

の教育の基礎的理解に関する科目等 

大学が

独自に

設定す

る科目 

単位数 

単

位

数 

最低修得単位の配分 

単位数 
各教科の指導

法に関する科

目 

教育の基

礎的理解

に関する

科目 

道徳、総合

的な学習の

時間等の指

導法及び生

徒指導、教

育相談等に

関する科目 

免

許

法

別

表

第

3 

一

種

小学校教

諭 

二種免許

状 

5 45 4 21 14 
各教科の

指導法 

5 教科 

5 

2 

5 
6 40 4 19 12 

4 
7 35 3 17 11 

4 
8 30 3 15 10 

3 
9 25 2 13 8 

各教科の

指導法 

3 教科 

3 
10 20 2 11 7 

2 1 11 15 1 9 6 
2 

12 10 1 7 4 

免許法施

行規則第

11 条第 1

項の表備

考第 3 号

及び第 12

条該当 

3 25 2 

10 教科

のうち

1 以上 

13 8 

各教科の

指導法 

3 教科 

3 2 5 

4 20 2 11 7 

2 1 

4 

5 15 1 9 6 3 

6 10 1 7 4 2 

二

種

小学校 

助教諭 

免許状 

6 45 4 

10 教科

のうち

1 以上 

29 17 
各教科の

指導法 

5 教科 

7 5 

2 
7 40 4 26 15 

6 4 
8 35 3 23 13 

9 30 3 20 12 5 
3 

10 25 2 17 10 各教科の

指導法 

4 教科 

4 

1 

11 20 2 14 8 
2 

12 15 1 11 6 各教科の

指導法 

3 教科 

3 

13 10 1 8 4 2 1 

29 年改正

法附則第

11 項該当 

3 15 
5 

10 教科

のうち

1 以上 

5 2 1 2 1 ／ 
4 10 

29 年改正

法附則第

12 項該当 

1 10 5 5 2 1 2 1 ／ 

29 年改正

法附則第
5 10 5 5 2 1 2 1 ／ 

参考資料３ー２ 新 

４３



13 項該当 

 注   

1 「29 年改正法」とは、教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和 29 年法

律第 158 号)をいう。  

2 二種免許状を有する者で、平成元年 4 月 1 日以後に教育職員に任命され、又

は雇用されたものが在職年数 12 年を経過した日から 3 年の間に免許法別表第

3 備考第 8 号の規定による指定を受け、当該経過した日から 3 年を経過する日

までに一種免許状を取得していない場合は、同表備考第 10 号の規定により翌

日以後は最低修得単位数は 45 単位となる。 


